
第1回 議事録 

 

 

第１回 公共施設等市民会議 議事要録 
 

 

 ■実施日時  平成 17 年 10 月 15 日（土） 午前 10 時～12 時 

 ■会  場  小平元気村おがわ東 第 2 会議室 

 ■参加者数  会議メンバー20 人、市長、事務局 3名（計 24 名） 

 

 

 

 

＜配布資料＞ 

 ・小平市公共施設等市民会議（第 1回）次第 

 ・資料 1「小平市公共施設等市民会議」の概要 

 ・小平市公共施設等市民会議（第 1回）補助資料 

 

 

＜会議内容＞ 

 1 開 会 

 2 ｢公共施設等市民会議｣の概要 

 3 参加者による自己紹介 

 4 議 題 

  (1) 会議の運営方法について 

  (2) 小平市の公共施設の現状について 

    ・公共施設をとりまく状況 

    ・受益者負担 

    ・利用方法 

   
 

 

 

議事要録文中、発言者については以下の標記によります。 

「市民」…市民会議メンバー 

「課長」…行政経営課長 

「補佐」…行政経営課長補佐 

 

 

※以下の議事要録は事務局の責任により編集しております。発言者の真意が充分に伝えきれ

ていない場合がありますので、どうぞご了承ください。
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１ 開 会 

＜開会にあたり、市長からあいさつ＞ 

 

 

２ 「公共施設等市民会議」について 

行政経営課長より、会議設置の趣旨などについ

て説明（配布資料 1） 

 

 

 

●議 事 

※以下の議事要旨は、事務局の責任において

編集しております。発言者の真意が充分に伝

えきれていない場合がありますので、どうぞ

ご了承ください。 

 

 

■参加者自己紹介 
 

市民）小平に住み始めて 40 年近くになる。つい

最近まで会社人間、仕事人間で会社と自宅を往

復するだけという生活を続けてきた。国家財政

も厳しい中、市の財政も厳しくなってくる。こ

うした中で、行財政や公共施設についてはどう

なっているのかを知りたいというのが参加の

動機。 

市民）市民活動としては図書館関係でいろいろや

っている。受益者負担とは何かというところで

共通認識ができればと思い参加した。 

市民）今まで仕事一筋で自宅と仕事の往復で過ご

してきたので、公共施設を利用したことがない。

今日も（元気村おがわ東の）場所がわからず電

話をしてから来た。判断の基準を市民サイドに

おいて施策を行って欲しい。そういう意味で、

施設も利用者サイドに立った運営をお願いし

たい。 

市民）民間企業のサラリーマン。3年前に転入し

てきてまだ日が浅い。上水南町に住んでいて、

地図上では小平市の東南の隅になる。道路を隔

てると小金井市、少し西に行くと国分寺市であ

り、生活圏は完全に小金井市。それでは何故参

加するのかというと、私は平日も家にいること

があるが、先般の衆議院選挙では一度も選挙カ

ーを見ることがなく、忘れられた地域という危

機感を持った。いわゆる偏狭の地帯、外れの方

にも市民は住んでいるという視点からいろん

な意見を聞いていただければと思う。 

市民）鷹の台に転入してきて 4年になるが、どう

しても国分寺を利用することが多い。今朝、家

族に「あかしあ通り」について訊ねたところ全

員知らなかった。生活圏がこうなっているので、

もう少し広い、広域行政がされると便利かと思

う。子どもが通学途中に国分寺市の公民館を借

りようとしたら、市民ではないので借りられな

かった。何故毎日前を通っていて、しかも自転

車で 10 分先の施設が使えないのか。「料金が多

少高くてもいいから使えればいいのに、大人っ

てばかじゃないの」と言っている。それも一つ

の動機。 

市民）5年前から公民館を使って、タンゴとか落

語などのイベントを安く、楽しく、近くという

ことで市民向けにやっている。先ほど市長が、

あまり愚痴っぽいことはいわないようにと言

っていたが、5 年くらい使わせてもらって、い

ろいろ不都合なことがあったり、お聞きしたい

ことがあったりするので、個別でも困ったこと

やお願いしたいことがあって参加した。 

市民）ここ 10 年ほど福祉分野で地域活動をやっ

ている。高齢者から障害者まで福祉のボランテ

ィアなどをしている。元気村の施設が使えるの

かと思えばそうでもなく、非常に市民活動がや

りにくい状況にある。せめてスペースを活用で

きる方法があれば、ぜひ見直していただきたい。

市民活動支援センター準備室もあるが、そこは

行政版の市民活動。それから民間版の市民活動

もあるし、社会福祉協議会版の市民活動を立ち

上げようとしている。市民活動自体がこの市で

どうなるかがはっきり確立されていない。 

市民）10 年程前に越してきたが、子どもが生ま

れてから越してきたので、子育ては全て小平市

でやっている。公共施設を利用しながら子育て

している最中なので、あまりよくは分からない

が、この場でいろいろ勉強したい。 

市民）小平市に 23 年間住んでいて、23 年間公共

施設をフルに利用している。公共施設の役目を、

私たち利用者、生活者の目線でもう一度しっか

りと考えたい。 

市民）利用者の一人としていろいろな面で改善で

きるところがあればと思って参加した。 

市民）経営改革と非常にリンケージしているので

両方出るようにした。民間活力・知力を活用す

るには、コミュニケーションの活性化が必要で

あり、コミュニケーションの活性化のためには

当然公共施設の拡充が必要。拡充というのは、

作るだけではなくて、いかにフルに活用するか

ということ。データをみると施設の利用率は

50％くらいであり、要するに半分が死んでいる。

公共施設はできるだけ低料金で、できるだけ多

くの人に、できるだけ有意義に活用してもらう。

受益者（市民）からお金をとって拡充させてい

くのではなく、組織のムダを無くし、お金を作

るアイディアを考えること。一つの例だが、ド
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イツの公立学校では廃熱で施設発電をして、余

った分は売電し、得た利益を学校予算に充当し

ている例もある。施設のコストを抑えることで、

使用料をゼロに近い価格にして、お金のない人

でも使えるようにする、そういうことを考える

ためにも、この市民会議でいろいろと勉強させ

てもらいたい。 

市民）経営改革市民会議に引き続き、今回も出席

した。私は公共施設というと、ラグビースクー

ルの校長をやっている関係で、子どもたちにい

い環境の公共施設、使いやすくていい施設を、

前向きに、いろいろな資料を参考にしながら、

作っていくような行政になって欲しいと考え

ている。身近な問題としては、鷹の台に住んで

いるので 3月、4 月に学生が非常に多いが、駅

の改札が 1箇所しかないため、道路が歩行者天

国のようになってしまう。グラウンド側に改札

を設けるなど、学生たちの行き来をしやすくす

るような計画があるのか聞きたい。 

市民）公共施設というと、スポーツの関係が大好

きである。NPO やっており、体育施設・学校体

育館・グラウンドに関して、東京都、公益スポ

ーツクラブ、その他などいろいろな会議に出て

いる。他市と比べながら、利用者側の立場にた

って、そして行政側の立場も含めて、いろいろ

な方面からスポーツを愛好する立場から幅広

い提案をして、みなさんが少しでも小平市で楽

しめる、喜んでもらえる状況をつくっていけれ

ば嬉しい 

市民）花小金井に住んでいるが、同じ小平であり

ながら恩恵を受けていない。花小金井方面は

“小平東部自治区”という考えもできるのでは

ないか。そのくらいの思いで参加した。私が区

長に立候補しようとかいう意味ではなく公共

施設の利用では「地の利」という問題は決定的

なので、そういう考え方も持つ必要もあるとい

うこと。それから、小平市は、市民共有資産の

活用が下手な市。歴史なども含め資産を次の時

代に残していかなければならない。 

市民）スポーツ施設に関心がある。小平市には立

派な公共施設がたくさんあるが、活用面でどう

かという点がいくつかある。そうした点を考え、

いい方向に持っていければと思う。 

市民）小平に住んで 20 年近くになる。子育て中

からずっといろいろな公共施設を利用してい

る。今は夫が体育館を、子どもが地域センター

を、私はサークル活動やボランティア活動で公

民館や福祉会館を利用している。このように、

利用している者の目から公共施設の見直しに

参加したい。 

市民）誰でも参加しても良いということなので申

し込んだ。去年、公民館の保育の有料化が持ち

上がったときにそこにいたので、これからどう

なっていくのかを知りたいと思ってきた。 

市民）市議会議員 1期目。いろんな市民の意見を

聞ければと思って参加した。特に市民参加と議

会制民主主義の違いに非常に関心がある。 

市民）在住 55 年、超高齢者なので、1 つでも恩

返しをしたいと思って参加した。気になってい

ることを３つ言いたい。①市の財政が逼迫して

おり、コンパクトなまちづくりを市民が考えて

いく必要がある。小平を愛する立場から「都市

経営」という感覚を持って考えたい。②広域的

には、武蔵野線という大環状線の周辺がどんど

ん開発されているので、それと連携をとってい

ければと思う。市役所から新小平の間をスモー

ルビジネス街に、ベンチャービジネスが一番集

結しているのは学園・津田を中心とした碁盤の

目に仕切られた街区。③先日、三次長総でワー

クショップに参加して、小平ほど面白くない町

はないといったら拍手が起きた。都市観光とい

うよりも、ふるさと感覚というか、住んでいる

人にとってもう少し面白い町にならないかと

いう夢を持っている。 

市民） 市政に対する市民としては、自分たちの

問題なので、参加意識や当事者意識を持つのは

当然である。むしろ市民の義務ではないかとい

う意味で参加した。仕事の関係もあり、時間が

できたので参加することとしたが、話題につい

ては、その都度発言したい。 

市長）自治区制度についてだが、全国で合併が進

むなかで、あまりに広域となり、住区制度が復

活している。地域センターとは、もともと住区

単位のもの。住区は公共施設の配置と非常にリ

ンクする。地方が合併でまちが広域になりすぎ

てコミュニティが崩壊してしまったので、住区

制度を立ち上げて、そこから代表者を選出する

という考え。代表者は選挙で選ぶとか市長が任

命するとかいろいろある。こういうのは面白い

制度と思う。 
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４ 議 題 

■公共施設の現状について 

 行政経営課長補佐より説明（補助資料） 

 

 

■公共施設等市民会議の議題について 

市民）私は図書館をよく利用しているが、軽食を

とれるようなところがあれば良いと思う。また、

市民が老朽化した施設を手作業で修繕すると

いう考えもある。理屈ではなく、具体的に行動

で実質的に参加するというやり方も市民会議

の提案の一つだと思う。 

課長）利用の仕方に関して、そうした議論をいろ

いろ出すことが必要だと思っている。会議の中

で、何をテーマとして取り上げるかは決まって

いないので、みなさんの中で重要だというもの

があれば、そのテーマの会議を１回持っても良

いと思う。受益者負担の問題が中心というので

あれば、それをテーマとすることもある。 

市民）受益者負担が基本的な考え方というのであ

れば、そこには具体的妥当性が必要になる。具

体的でないと、細かい市民の感覚で意見を出し

ていけない。受益者負担がどうであるとか、業

者に任せるにしてもいろいろな選択の方法が

あるだろうし、そういう問題はそれぞれの施設

について必然的に意見が出てくる。統計的な数

字も必要とは思うが、市民会議で原則的な話を

するのはどうか。 

補佐）具体的にいくらお金がかかる、ということ

も経営していく上では大事なことであるとは

承知している。ただ、知ってもらいたかったの

は、これだけ施設を抱えていくと運営が苦しい､

その中でどういう工夫ができるのか、みなさん

の中でそういうアイディアがあったら出して

いただきたいということ。例えば住区の話が出

たが、三鷹市などでは地域センターは地域のコ

ミュニティが運営し、自主的に管理運営してい

る。それでは小平市でも同様の制度を作った場

合、実際にみなさんでやってみますか、という

ことを聞きたい。実際に地域を構成しているみ

なさんの手が挙がれば、実験的にやってみよう

ということにもなる。 

有料化の話にしても、例えば有料化して減免

を無くそうということになったとしても、こう

いう団体は減免しないと地域活動が停滞する、

あるいは、現状の施設ではムリでも今度建替え

る時には、誰でも自由に来て話し合えるスペー

スを設け、そこは無料で開放するなど、こうい

う機能が望まれるのではないかなど。そういう

ことはやはり利用している方、又はこれまでは

利用する機会はなかった方も、こういうふうに

なれば利用したくなるという方もいると思う。

そういったことを話し合うために、小平市の現

状を示している。 

市民） 会議の概要にも設置要綱の説明にも受益

者負担の方向や有料化の方向にいきたいなど

ということは一言も出ていないのにもかかわ

らず、先ほどから「有料化」の話が出るのでと

ても気になっている。 

課長） 関心があるという発言があったので、例

として挙げただけで、どのテーマについて話し

合うかはみなさんの中で議論して欲しい。 

 

■近隣市との広域連携について 

市民）先ほど、小平市の公民館は市民ではなくて

も使えるという話があった。小平市の公民館は

国分寺市民が利用出来るのに、国分寺市の公民

館は国分寺市外の人が使えない（在学・在勤は

利用出来る）のはおかしいのではないか。ふつ

う、相互利用ということで、行政同士の協定を

結ぶのではないか。 

課長）国分寺市に限らず、近隣市も含めて公民館

の取扱はどうか確認してみる。例えば、地域セ

ンターなどは、地域の人のための施設だから市

外の人は使えないということがある。基本的な

施設ごとの目的があるので（目的にとらわれな

いということも大切だが）、その取扱を確認し

てみる。 

市民）小平市は東西に長く、市境域がたくさんあ

るので、せめて隣接市とは相互利用すべきだと

思う。地域センターについても、“地域のため”

ということであるが、その地域に半円をかくと、

隣の市が2つくらい一緒に入ってしまうという

ことも多い。現に、ここ（元気村おがわ東）と

小平駅との間も東村山市である。だからもしこ

こに地域センターがあれば、それは東村山市民

にとっての地域でもある。防犯とか治安の面か

ら考えても、目的からすれば、東村山の方も小

平の方も１つの地域を作っているという意識

を持った方が良いのではないか。 

課長）大切な意見だと思う。地域センターについ

ても、市外の人に貸し出さないのではなく、先

ほどの自治区の話ではないが、地域の拠点にす

るのであれば、もっと市をまたいだ議論という

のも意見として残していきたい。 

 

補佐）小平市の公民館では、在学・在勤者は「市
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外」扱いなので、減免の対象にはならず、有料

となる。例えば、小平市に通学する学生が、地

域の人と何か一緒に活動をしようという話を

するために利用する場合も有料となるため、利

用者側からみると疑問に感じるかもしれない。

そういうことをみなさんから出していただい

て、整理していきたい。 

市民）国分寺市の公民館を利用できなったという

ことで、子どもに、「ではどうしたらいいか」

と聞いてみたら、「有料でもかまわない」と言

っている。国分寺市民のお金でやっているとい

うことであれば、例えば、「空いているときに

限り、有料で使える（値段が倍など）」といっ

たルールを決めておけば、それに納得した人が

使えばいいのではないか。 

市民）図書館などは相互利用しているのでは。 

課長）図書館については、北多摩地域の市で相互

利用をしているが、国分寺市と協定を結んでい

ないため、貸し出しができない。ただ、一般的

には無料の施設なので、閲覧などはどこの市で

も使える。 

市民）早期の課題として、今すぐにでもプロジェ

クトをつくって検討すべき。近隣市との図書館

の相互利用などは、費用の削減と利用者の利便

性向上のためにも非常に大事。早急な実現に向

けて動き出すべきだと思う。 

補佐） こうした話題には、利用率の問題もある。

今市民が使っているだけで一杯の施設などに

ついて、市外の人が使うことによって市民の人

がはじかれることになってもいいのか。そうい

ったこともあわせて考えていく必要もある。 

市民）相互利用というのは“お互い様”であり、

市民を排除するという考えにはならないので

は。 

課長）例えば、体育館などでは他市の人について

は利用の申込日を少し遅らせたり、料金を割増

したりして、まず市民を優先にするといったこ

ともある。図書館について言えば、人気のある

本などもあり、他市の人と重なったときにそれ

をどうするのかなど。どちらが良い、悪いでは

なく、どういう考え方で整理すれば利用者であ

るみなさんが納得できるのか、それを議論して

欲しい。議論の中で、「相互利用なのだから、

小平市民、国分寺市民などと言わずに同じ条件

で良い、他市との交流を率先して進めていくべ

きだ」という方向に固まってくれば、それは市

民会議の意見集の中に載せていく。ただ、そう

ではなくて、「自分たちの税金なのだから、や

はり小平市民を優先してくれなければ困る」と

いう意見があれば、二つの意見が載るというこ

とになる。 

市民）公民館を集会施設の区分に入れるのはおか

しい。社会教育施設、文化施設などは集会施設

と別に区分すべき。 

 

 

■財政逼迫下の公共施設の維持について 

市民）なかなか施設をつぶすということにはなら

ないと思うが。 

課長）市民サービスの低下になるので、基本的に

は公共施設をつぶすという考え方はない。 

市民） 経営改革市民会議にも出たが、財政的に

は厳しい状況にある。景気の良いときに一旦で

きたものが、ずっと維持されるべしということ

は財政負担につながる。今の議論は、施設の維

持が大前提となっているが、そもそも論は行政

内で議論しているのか。 

課長）そうした議論をこの会議の中で持ってもら

うことは大切と思う。再配置という話が出たの

はその部分であり、例えば仲町では公民館と図

書館を再配置で１つにするという議論がある。

行政の立場で言うと、お金が無いので２つの施

設を維持していくよりも、多少規模が大きくな

っても１つに統合しておいた方が建物のメン

テナンスの意味からも効率的なのでそうした

いとは言えるが、地域の人からすればおかしい

という議論もあると思う。両方の施設を無くさ

ないで欲しいということになれば、維持コスト

の低減が必要になり、そのためには市が直接管

理運営をするのではなく、もっと安い方法がで

きないかという話も議論の中で出てくる。そう

したところをまさに議論の中で出していただ

ければと思う。 

市民）施設は一旦建設されると利害もからんでく

るので、簡単につぶせるものではないが、バブ

ルの時代につくったものを全てひきずってよ

いのか。こうした厳しい財政状況の中で、こう

いうことにこういうお金をかけていくのはど

の程度まで良いのか。健全財政という視点から

はそもそも論を考えていくことも重要ではな

いか。 

課長）公共施設を維持するということは、どこか

の財源を施設に投じるということ。それでは福

祉のレベルをぎりぎりのところにして、施設の

サービスは維持するのか、といった議論は経営

改革市民会議の方では出てくることになると

思う。市民としてはどこに中心をおくのか、と

いった議論はあるだろう。 
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公共施設等市民会議では、こうした利用方法

では使いづらい、こういう施設はこうした方が

良いなど、もう少し具体的なところを中心に議

論したいと思っている。 

市民）公園についてだが、小さくてほとんど人が

いないところがある。有効・適正に公費は使わ

れて初めて行政の責任が果たされる。施設は形

だけ作ればいいということではなく、それをや

めれば他に振り向けられる。新小平駅から郵便

局の方に入る通りの左にある公園だが、自転車

で通る度に見てもほとんど人がいない。そうい

うところでも管理費がかかるだろうし、有効に

土地を使うということであれば、「作ったもの

だから維持する」というのはおかしい。現実に

あわせることは必要ではないか。 

 

 

■会議で取り上げるテーマについて 

市民）今後の進め方について、テーマをいくつか

挙げてはどうか。例えば公園の再配置であれば、

小平でいうとお金をかけて管理している公園

が 100 数箇所あり、それぞれの配置を示す地図

や管理費用などデータがいろいろある。私とし

ては、ほとんど利用されていないような小さい

公園については全てまとめて売って、新しい少

し広い公園を再配置でつくったら良い思う。開

発のときに３％の提供公園という小さなもの

がたくさんできているが、そういうものはもら

えるものなので、こうした議論もできる。 

また、公民館は集会施設ではないという意見

があったが、普通の人は集会施設だと思ってい

る。ところが、公民館は社会教育法に位置付け

られた、大人が勉強する社会教育を保障する場

であるから優先だという考えがある。学校教育

と同じ。学校開放のときに使っているグラウン

ドについて、教育委員会が今度工事をしたいと

突然言い出して使えなくなった。何故もう少し

早く言わないのか、と聞いたときに、教育委員

会は、これは学校施設で、教育のために使うも

のであり、たまたま空いているから使わせてあ

げているだけだと言う。公民館も一緒。そうい

うところを議論しても良い。使っていない施設

を有効に使うのだから良いことではないか、と

言ってもそういう問題もある。 

また、ほのぼの館という高齢者施設がある。

立派な男女別のお風呂があって、４人ずつくら

い入れてバリアフリーになっているが、介助が

付かなければ利用できないということで、今は

誰も使っていないという現状がある。高齢者が

ゆったりお風呂に入ればいいじゃないかと言

ったら、施設を建設した 10 年ほど前に、お風

呂屋さんとの関係で、そんなものにタダで入れ

たらお風呂屋さんが潰れてしまうではないか

ということがあって、使っていないという。 

また、仲町公民館の統合、あるいはまだあま

り知らない人も多いと思うが、指定管理者制度

というものもある。指定管理者制度については

すごい議論があって、ルネこだいらについては、

当面は財団に任せるということで、民間企業と

競わせない方針を出している。それが本当にい

いのかなど議論することはたくさんある。体育

施設の関係もそう。 

具体的に一つひとつを議論しないと、まとま

りのない話になってしまう。テーマが 5つある

なら、この日はこういうテーマで話しましょう

といった運営を決めたほうが良い。 

市民）今までの話を聞いていると、利用者としの

意見が出てくるのは、公民館・図書館・体育館・

地域センターなど、それぞれの施設について、

どうしたら良いかということのようなので、施

設ごとにテーマとしてはどうか。 

課長）それでは、公民館、図書館、地域センター、

体育館、またこれらに関わらず施設ごとの課題

を洗い出すということで良いか。 

市民）施設の配置図がほしい。 

市民）隣接市の施設と小平市民が利用出来るかど

うかを知りたい。 

市民）公共施設の根拠となる法律や利用規則をみ

たい。 

市民）4施設の運営管理コストを用意して欲しい。 

課長）可能な限り用意したい。 

補佐）近いうちに施設ごとのコストを市報等で公

表するということなので、そちらも確認してみ

る。 
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第2回 議事録 

 

 

第２回 公共施設等市民会議 議事要録 

 

  
 ■実施日時  平成17年 11月 19日（土） 10:00～12:00 

 ■会  場  小平第六小学校 多目的室 

 ■参加者数  14 人、事務局 3名（計 17 名） 

 

 

 

 

＜配布資料＞ 

 ・小平市公共施設等市民会議（第 2回）次第 

 ・小平市公共施設等市民会議（第 2回）補助資料 

 ・公共施設配置マップ（集会施設、体育施設各 1枚） 

  
 
＜会議内容＞ 

 1 資料の説明（事務局） 

 2 施設ごとの課題について（フリートーク） 

 3 課題の整理 

 4 次回以降の検討課題について 

 

 

 

 

 

 

議事要録文中、発言者については以下の標記によります。 

「市民」…市民会議メンバー 

「課長」…行政経営課長 

「補佐」…行政経営課長補佐 

 

 

※以下の議事要録は事務局の責任により編集しております。発言者の真意が充分に伝えきれ

ていない場合がありますので、どうぞご了承ください。 
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１資料の説明・会議の進め方について（事務局） 

市民）なぜ公共施設をテーマに市民会議を設置

することになったのか。「市が運営してきた

中でこうした問題があるので市民に問い掛

けることになったのだ」という焦点を明確に

示してもらった上で話を運んでもらった方

がすっきりする。 

それぞれ個人が関係している施設はほん

の一部であり、全体の施設に共通する課題に

ついて検討すると言われても飲み込めない。

各施設にはこうした課題があるので、それに

対する意見が欲しいとした方が理解しやす

いし、意見も出やすいのではないか。 

課長）①利用の仕方について。利用条件、申込

期限、キャンセル料の支払方法、開館日など

は施設ごとに異なっているが、利用者サイド

からすれば、統一した方がわかりやすいので

はないか。 

②使用料について。大半の施設は有料だが、減

免の適用によってほとんどが無料という現

状がある。また、（減免対象となる）社会教

育団体をどうとらえるか。公共施設のあり方、

受益の考え方についても考えなければなら

ない。 

③公共施設の運営主体について。直営かどうか

も含め、今後どうあるべきか。 

④公共施設の再配置について。施設には保全費

用がかかるが、建替えなどをどう考えるか。

地図上の配置なども含めて考えていく必要

がある。 

以上のように様々な課題があるが、特定の

施設について考えるのではなく、公共施設の

あり方としてみなさんがどういう考え方を

持っているのかを大きく捉えたい。 

 

■施設ごとの課題について 

(1) 集会施設（地域センター、集会室、福祉会
館等） 

市民）また行きたいと思うところともう行きた

くないところがある。子どもと一緒に行った

ときの対応など、職員の応対により印象が異

なるので、その辺を少し改善してほしい。 

市民）もっと気楽に使うために、地域の高齢者

クラブや自治会、子育ての団体などに、空い

ている日の運営を任せてはどうか。地域のネ

ットワークを作ってはどうか。 

 

(2) 社会教育施設（公民館、図書館等） 

●図書館の機能・役割について 

市民）図書館は機能にバリエーションを持たせ

てもよいのではないか。鳥取県立図書館では、

窓口に融資企業相談コーナー、地場産業のフ

ァッションショー、収納相談会を開いている。

例えば、ある人が開業したいということで来

ると、図書館司書が融資に関する資料などを

取り揃えて、鳥取商工会議所の担当者を紹介

し、融資相談にも同行する、というきめの細

かいフォローをしている。これは地域の活性

化にもつながってくる。図書館は本を借りて

読み、勉強をする場所であると同時に、人が

集う場所。資料を探すとともにきめ細かい相

談にも応じるなど、相談アドバイザー機能を

拡充すべきところと思う。 

もう一つは浦安市が非常に参考になると

思うが、週１回の病院出張や障がい者向けに

本の宅配をやっている。こうした地域の人へ

のきめ細かいサービスが大事であると思う。 

 

●開館日・開館時間について 

市民）北海道深川市、鹿児島県国分市などでは、

図書館を日曜夜 9時頃までやっている。地域

文化の活性化には地域の民度を向上させる

必要があり、地域民の教養のレベルをアップ

させなければならない。そのために、もっと

勉強しやすい学びの場所をどんどん提供し

ていく。仕事を持つ女性に限らず、社会人の

ために夜間の開館をする。9時までという例

を出したが、24 時間開館もやろうと思えば

できないことはない。 

学びの場を提供するということは、社会

人のみならず少年の非行防止にもつながっ

てくるのではないか。図書館を夜まで開いて

青少年も集まる場にする。図書館に限らず公

民館にそうした機能を設けることも可能で

あると思う。 

市民）夜間は地域センターも公民館も利用率は

低い。公民館の閉館は地区館を含めて 10 時

だが、9時過ぎるとほとんど利用者がいなく

なる。夜間に使おうとしても、規定数のメン

バーが集まらずにやめる例も多い。せっかく

ある施設は利用すべきだが、ほとんど利用も

無いのに明かりをつけて人を配置するのは
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ムダではないか。 

今年度から祝日開館も始まったが、祝日は

あまり利用者がいない。サービスの過剰では

ないか。豊かな生活をしているとそれだけで

は満足できず、さらにいろいろな要望が出て

くる。それをいちいち行政が受け入れている

と将来的には破綻してしまう。施設の多くは

嘱託職員が配置されているが、交替制で女性

も 10 時まで入っており、帰りが不安だとい

う声も聞く。図書館の 24 時間化という意見

があったが、私は、公民館や地域センターは

夜 9時までにしてはどうかと思う。たとえ 1

時間でも閉館時間を早めることで経費の節

減にもなる。 

財政が厳しいのだから、もっと優先順位を

考えるべき。これから高齢者などいろいろな

面で負担が多くなってくるので、市の財政を

どこに重点的に向けるのか、ここは少し我慢

してもらって費用を削るとか、もっと柔軟性

をもって優先順位を絶えず組替ながら傾斜

配分をしていかなければいけないと思う。 

課長）例えば駅の近くで駐車場もある施設を数

箇所用意して、夜の 10 時、11 時まで開く。

一方、夜間の利用率が低い他の施設は、8時、

9時など開館時間を短縮するという考え方は

どうか。 

市民）小平市のカルチャーを向上させるために

は人づくり、学びが非常に大事。利用率が低

いから早く閉める、やめるというのでは民間

と何も変わらない。利用率が低ければ高める

工夫を市民と一体になって考えていこうと

いうのが公共施設としての筋ではないか。重

点的に配分するということであれば、夜間の

利用率が極端に少ないところがあれば、その

スタッフを図書館にまわして図書館を延長

するなど。 

 

●職員の専門性、資質の向上について 

市民）図書館は原則として専門職員を置くこと

になっている。公民館にも基本的には公民館

主事、社会教育主事を置くことになっていた

がほとんど置いていない。こういうことによ

って公民館の機能を低下させようと思って

いるのではないかとかんぐるほど。公民館に

は公民館主事を置くような頭の切り替えを。 

また、公民館に嘱託職員が多く配置されて

いるが、長くやりたいという嘱託の方にも研

修の機会をもっと与えるなど職員の資質を

高めるような制度をできないか。 

 

●公民館の機能について 

補佐）利用者にとって、地域センターと公民館

とを分けて考えているのか。公民館も地域セ

ンターもサークル活動で使う方が多いと思

うが、そうした活動をする際に、やはり公民

館は社会教育施設だという意識があるのか、

それとも空いている公民館、地域センター、

福祉会館などを同様に使っているか。 

市民）地域センターは場所として借りるところ。

公民館は職員が企画した講座があり、教育の

一環として、一定のカリキュラムや方針に基

づいて活動すべきものであると思う。公民館

は場所を借りるところだという意識はない。 

課長）公民館を講座数と自主グループの団体数

に見合う規模とし、それ以外は貸し出し施設

にするなど、施設としては公民館を小さくす

るといったことも考えられるか。 

市民）いずれの活動も学習活動の一つ。活動を

きっかけに社会に出て行くなどということ

もあると思うので、こういう活動だから公民

館の活動ではないなどということは誰にも

決められない。 

 

（3）福祉施設（児童館、福祉会館、高齢者館、

障害者福祉センター等） 

●テナント料について 

市民）福祉会館に入っている株式会社や社会福

祉協議会からはテナント料をとっているの

か。 

市民）社会福祉協議会からもシルバー人材セン

ターからもテナント料を取っていないはず。 

市民）管理会計上、活動への補助などを通じて

行政が費用を負担するとしてもテナント料

はとるべき。 

市民）団体の機能が公共的な性格を強く有する

のであれば費用をとるべきではない。団体の

性格によりけりであると思う。 

課長）会計上明確にするということであり、テ

ナント料として取ったお金はそのまま補助

にまわしても良い。テナント料の免除という

見えない補助を見える補助に変えていくと

いう話と理解したが。 

議事録―9 



 

●高校生向けの施設について 

市民）高校生向けの施設が少ない。児童館を日

中は小中学生、夜は高校生という分け方をし

てはどうか。 

補佐）児童館は自由解放施設だが、夜間に高校

生の日を設けている。また、元気村にも青少

年センターがあるが、いずれも高校生の利用

は多くないと聞く。 

市民）青少年センターは魅力がない。育てよう

という雰囲気が全くない。児童館には体育施

設もあるので、そうしたところを開放すれば

よいのでは。 

 

(4) 体育施設（体育館、テニスコート、グラウ

ンド等） 

●グラウンド・観客席の設置等について 

市民）野球・サッカー用のグラウンドしかない。

また、全てを同列に扱っているなど、スポー

ツ施設に対する概念が間違っている。例えば

中央体育館のグラウンドは駅から１分にも

かかわらず他と同じに扱っており、収入をあ

げることを考えていない。スポーツをやるこ

とで収入が入る。スポーツを愛する人はプレ

ーをする人だけではない。見るスポーツとい

うものもあり、一体となっていくようなもの

もあるのに、それが考えられていない。 

市民）萩山・小川西・中央のグラウンドを使っ

ているが、いろいろな制約があって年間であ

まり使えない。また、例えば人工芝にするな

ど市民が気軽にグラウンドに行ってスポー

ツを出来て見られるという環境づくりをめ

ざしてほしい。 

課長）観客席については、スペースがその分狭

くなるとか、専用の施設になってしまうとい

うこともあると思うが。 

市民）例えば相撲の大阪場所では、15 日間の

ために体育館に観客席をつくる。そういうや

り方もあるし、永久的なものをつくるという

こともある。 

市民）観覧席をつくって狭くするよりは、今の

方がよい使われ方と思う。 

市民）観覧席といってもいろいろある。例えば

味の素の脇にあるサブグラウンドは仮設の

ものだが立派なものであり、いくらでも方法

がある。 

 

●施設の機能・目的について 

市民）小平では見通しを持たずに施設を作って

いるのではないか。先に施設が出来ていて、

それから活用をどうしようかと考えている

ように感じる。 

課長）市民の要望があって施設を作っているの

で、作ってから活用方法を考えているという

ことはない。ただ、いろいろなニーズがある

ので、小平の施設は多目的に使えるように作

られていることはあると思う。 

市民）中央体育館のグラウンドは、どういうこ

とにも使えるようにつくっている。例えば陸

上など一つの競技のための施設をつくった

り公認したりしてしまうと普段使えなくな

ってしまう。正式な競技をやっていないとき

には、誰でも入って遊べるようにつくられて

おり、市民が自由に楽しんで使っている。小

平のようなそれほどあちこちに場所を取れ

ないところでは、目的を特定するよりも、多

目的に使えるものの方がよいと思う。 

 

●民間借用施設・企業グラウンド等について 

市民）配置図に民間借用の施設があるが、ほと

んど知られていない。また、限られた人たち

だけが使っており、他の人が入っていけない。

もっと活用できるように、そして子どもたち

に平等な条件で使わせて欲しい。 

市民）市内には民間のグラウンドがある。野球

もサッカーもグラウンドのキャパシティと

してはいっぱいだが、いつも閑散としている

企業のグラウンドもある。市はこの折衝窓口

の役割をしてもらえればと思う。 

市民）公の施設ばかりに費用をかけるのではな

く、もっと広くみつめてほしい。ある企業な

どは、商工会やサッカーのグラウンド使用な

どにかなり協力してくれている。また、神奈

川だが、孫などは企業のグラウンドをよく借

りてサッカーをやっている。 

小平市内にはかなり会社関係のグラウン

ドがある。新たに市がつくるのではなく、市

がこういうところにもっと積極的に交渉し

て、市民に開放してもらう。もちろん会社の

厚生施設として制約もあるだろうが、普段使

っていないところはなるべく開放してもら

議事録‐10 



第2回 議事録 

う。管理職はもっと現場を見て頭を使ってほ

しい。 

市民）交渉はしているが貸してくれない。理由

として、周辺住民の苦情が市ではなく貸主に

来ること、事故が起こった場合には敷地の管

理者の責任になることなどが聞かれる。 

 

●市営プールについて 

市民）萩山と東部のプールがあるが、実際に使

うのは夏場だけ。年間を通じると 40 日程度

しか使っていないことになり、あれだけの立

派な施設であっても利用率が低い。今後作る

ときには、年間を通して使える工夫をしたら

よいと思う。 

市民）市外のプール（小金井公園、東村山、東

久留米など）を多く使うと、市外にお金を落

とすことになる。市内の施設をもっとＰＲし

て利用してもらった方がよい。 

 

市民）中央体育館のプールは水深が浅く、事故

も多く起きている。飛び込みやクイックター

ンができないなど制約が多い。 

市民）屋外プールには日光を浴びて青空が見え

るという良さがある。しかし、確かに冬季は

もったいないので、水を抜いて筋トレの練習

など何かに活用できる知恵はないか。 

市民）そういうアイデアも市にお願いしていて

は出てこない。早く指定管理者の活用を。 

 

(5) その他の施設 

●市庁舎の利活用等について 

課長）市役所の建物はオープンなつくりであり、

一度入るとどこにも入れてしまう。いろいろ

な機材や台帳もあるので、利用にあたっては

他の場所に入れないよう、責任者が要所要所

に立つのかといった管理の問題がある。しか

し、せっかくある施設でもあり、利用の考え

方など提案も含めて聞きたい。 

市民）本庁舎だが、福祉関係が健康福祉事務セ

ンターに移ったり、職員数も減ったりしてい

るのだからスペースが空くのではないか。健

康センターの上も空いているようだが、市民

関係には貸さないということになっている。

空いているのだから使わせて欲しい。 

 

課長）行政の施設という部分では非常に手狭で

あり、会議室なども庁舎外の施設を借りてい

かなければ間に合わない状況にある。そうは

言いながら、土日は利用していない部分など

もあるので、提案してもらうことはよいと思

う。市役所がだめなら健康センターの会議室

は土日空いていれば貸してくれ、という話な

どもあると思う 

市民）福祉バザーを市役所前の駐車場でやった。

外のトイレはもちろん使えるが市役所の 1

階のトイレを使わせてもらえないかと交渉

したが、結局使わせてもらえず、ドアを閉め

て中には一切入れないという形をとった。そ

のため、仮設トイレを設けて 20 万円くらい

かかったと聞く。何故すぐに行けるトイレが

あるのに貸してくれないのか。機密のものも

あり、誰でも入れるということは難しいのか

もしれないが、不用な場所へは立ち入れない

ようにする方法はいくらでもとれると思う。 

 もう一つは、庁舎の入口あたりに、身障者

のグループが働く場として、コーヒーショッ

プなどちょっとしたコーナーができないか。 

 

●学校施設の活用について 

市民）小学校の空き教室は今後どうなっていく

のか。2、3校廃校が出ると聞いている。 

課長）学校の空き教室は現実にはない。学校の

統廃合ということもない。小平は子どもの数

が急激に減るというよりは、まだ少し増えて

いるので、逆に増築する状況にある。 

市民）音楽に使う施設が非常に少ない。学校の

音楽室などを使えるようにできないか。 

市民）八王子市の公立中学校では音楽室を市民

オーケストラに無料で提供している。また、

その学校には陶芸窯があるので、それも保護

者の成人教室に無料で提供している。 

 

●その他 

市民）住宅地に鈴木遺跡資料館があるが、ふる

さと村と統合するという考え方はできない

か。資料館の土地を売却して、ふるさと村に

古いものを集めてはどうか。 

市民）災害時にはそれぞれの施設を具体的にど

う使うかということは計画にあるのか。 
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課長）地域防災計画の中に大きい施設は組み込

まれている。地域センターなどについても、

一時避難所や備蓄庫のほかに、さらに特徴づ

けて何かの拠点としているかは確認する。 

 

 

■課題の整理 

(1) 施設間の共通課題 

●施設の有効活用について 

市民）私は、地域を活性化しようと、こうした

施設を使って市民活動をしている。目的が教

育だろうが福祉だろうが関係なく、公民館で

も地域センターでも空いている部屋はどん

どん使わせてもらいたい。利用率をみると半

分以上は空いており、固定的に空いている部

屋があれば、市民活動団体の活動拠点として

貸出をすれば実収入があがるのでは。 

 

●使用料について 

市民）施設は有料が原則となっているが、ほと

んどが減免扱いで無料。年間千円の使用料し

かとれないという公民館もある。資料では公

民館で約4億3千万円の決算額をみているが、

収入は約 180 万円で収入率は 0．4％しかな

い。また、受付時の申請は自己申告であり、

減免対象かどうかチェックできないため、き

ちんとした判断もせずにほとんど無料にし

ている。利用者も、公共物に対する意識が低

く、家のものは大事にするが、公共施設では

器物損壊が非常に多い。 

公の施設だから何でも無料という大義名

分にとらわれすぎる。市全体の財政支出のな

かで納得のいく税の使い方を。一部の特定の

利用者だけが利益を受けるということでよ

いのか。18 万市民全体を考えて、ある程度

取るところからは取るという受益者負担を

検討すべき。 

市民）公共施設は有料、受益者負担が原則では

なく、無料が原則。何でも有料ということで

あれば、民営と何も変わらない。公共なのだ

から自治体負担が原則。原則からボタンを掛

け違えることがあってはいけない。 

市民）直接経費、修理費、人件費、土地代、減

価償却費など、公共施設に小平市としていく

らかかっているのか。資料に出ている直接経

費の合計だけで約 27 億円。図書館なら図書

館、公民館なら公民館でいくらかかっている

のかを明らかに分かるようにすべき。 

10 億かかっていて半分しか利用されてい

ないのであれば 5億が損ということ。高齢者

だから何でも無料ということではなく、そう

いう感覚を持つべき。話の発端が財政赤字な

のだから、その辺を踏まえて議論をすべき。 

補佐）間接経費を加えるとなると、例えば個別

の施設の管理業務にどれだけ事務時間を要

しているかなどの洗い出しが必要となる。ま

た、減価償却費や機会コストをどうするかな

ど、コストの捉え方も難しい。そのため、こ

の会議にあわせてコストを示すことは難し

いが、現在、財政課で個別の事業や施設のコ

ストについて、分かりやすく工夫して市報等

で示していくことを検討しているので、それ

を待ってほしい。 

市民）値上げしなければならないということが

あれば、平たく大雑把でいいので、値上げの

理由がわかる、一般的な説明に足るような資

料は用意しておかなければならないと思う。 

補佐）コストなどについては、一つの大きな課

題としてまた別途取り上げたい。 

 

●利用率の向上策について 

補佐）高齢者館や障がい者関係施設にも一般に

貸し出している部屋があり、（今日の会場の）

六小には音楽室もある。「施設が足りない」

という声がある一方で、貸し出し施設の利用

率は高くない。それは、使い勝手が悪いのか、

それとも知られていないだけか。 

市民）利用率という意味で言えば、例えば駐車

場のことがある。車社会なので、小さい子ど

もを連れている時や雨の日などは車が必要。

なるべく歩いて、なるべく自転車で、という

呼びかけは良いが、今後新たに施設を建てる

ときには、駐車場があればもっと利用率が高

くなると思う。有料でもかまわない。 

市民）もっと使いやすくするのであれば、前の

日までに申し込まなければならないという

のではなく、「空いていれば直ぐ使えますよ」

としてＰＲしてくれれば使いやすい。 

市民）公民館は前日受付と決められているが、

空いているのであれば当日でも使わせてほ

しいという声をよく聞く。また、上水南、大

沼、花小金井北公民館などは夜間の受付をし

ていない。つまらないところで決まりを厳し
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くしており、使いにくい。 

駐車場についても大沼公民館は広いスペ

ースがあるが、新しくできた鈴木公民館は車

が置けない。費用や土地の面積もあるので難

しいとは思うが、使いやすいよう要望にそっ

た対応が必要。 

市民）公民館は 11 館あるが、「この日の午前に

使いたい」というときに、最寄りの公民館に

行かないと空き施設がわからないという不

便さがある。どこの公民館でも空き状況がわ

かって予約ができるシステムがあれば利用

率アップにつながると思う。 

市民）利用率を高めるという話では多目的化を

図ってはどうか。例えば、絵の部屋、体育な

どいろいろな機能を持っていても、学習室と

して使っていってもよい。。一つの入れ物を

いろいろな使用目的の人に融通させていく。

小平市の施設の分類を資料でみると、集会施

設と体育施設だけであり、音楽が非常に貧弱。

もう少し音楽とか芸術関係にもっと部屋を

利用出来るようにする。それにはＰＲ活動も

大事。提携してイベントを行うなど。 

補佐）部屋を機能別に学習室、和室、音楽室と

分けると、音楽室については午前も午後とも

稼働率が高く、学習室や和室と異なり夜間の

稼働率も高い。多機能型という意味では、会

議室にも音楽室にも使えるようにすれば利

用率もあがる。 

市民）和室でも音楽的な機能をつければ琴など

にも使える。 

市民）公民館はみなピアノが入っている。地域

センターでも使えるとよい。 

 

●指定管理者制度について 

○図書館 

市民）指定管理者が注目を集めており、文化・

芸術・教育も含めて安上がりだから民間へと

いう傾向が強くなっている。図書館が民間に

動いていくことがよいのか。教育・文化は専

門のものがやるべきものであり、長期的にみ

ていくべきもの。公共図書館と学校図書館、

障がい者施設など、他の施設との連携が必要

なものまで他と同じように指定管理者で考

えていくという風潮に危惧を覚える。 

課長）指定管理者制度については、直営のもの

は今後の課題という整理であり、今すぐ指定

管理にするということはないが、今後検討を

全くしないということでもない。以前とは異

なり、民間等が育ってきているなかで、行政

が全てのサービスを抱え込むのか。民間の方

が図書館の使命、公民館の使命を活かせるで

あれば、いろいろな選択肢もあるというのが

今の時代の考え方と理解している。 

 
○体育施設 

市民）施設づくりには専門家を必ず入れてほし

い。出来るだけ早く指定管理者制度に移行し

て、ＮＰＯ等を活用してはどうか。ＮＰＯは

安かろう、悪かろうではなく、より専門的な

知識を投入するというもの。 

市民）どうも市民には、指定管理者制度は一般

的にサービス低下につながるのではないか

という懸念があるように思う。民間の力を活

用することによって、非常に成功していると

ころもある。小平市も視察研修などをして、

そうした実態を見てはどうか。 

市の運営では赤字だったものが、サービス

の複合化などにより、指定を受けた企業自身

にもメリットが出て、比較的低い費用でやっ

ている例や、いろいろなアイデアを投入して

今まで以上の市民サービスを提供できたと

いう例も多くある。必ずしも民間の指定管理

者制度が悪いということではなく、逆に市民

に喜ばれるようなサービスが向上するとい

う方法も考えてほしい。 

 

●施設のＰＲのしかたについて 

市民）「公民館は社会教育施設でありみんなの

学校である」ということをアピールする必要

があるのではないか。また、資料に「飲食等

の制限」について示されていたが、こうした

ことがあまり市民に浸透していない。どこを

見ればよいかも分からず、経験したり、聞い

てまわったりしないと分からない。公共施設

なので決まりごとはあって当然であり、そう

した決まりごとをもっとアピールするよう

な、わかりやすいものがほしい。 

市民）利用率のアップが課題だと思うが、資料

を見ると提供者側の視点になっている。利用

者側からすると「サークル活動に使いたい」、

「飲食をしていいかどうか」など、利用目的

が先にあるが、現在は目的に応じてどの施設

が使えるのかではなく、施設の種類ごとにわ
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かれてしまっている。サークル活動、会議、

飲食などをするにはどこを使えるか、という

ＰＲをすべきではないか。こういう施設があ

ると分かっても、利用するときに一つ一つ調

べなければならない。 

 

(2) 課題の整理 

市民）いろいろな意見がでたが、どうまとめて

いくのか。項目ごとに、あるべき姿と現在の

状況、当面の対応と期間のかかるものとに整

理してまとめた方が、将来進むときの考え方

のもとになるのでは。 

例えば、あるべき姿としては駐車場をつく

ることだが、当面の対応としては○○のスペ

ースを取るなど。いろいろなレベルのものが

錯綜していてはまとまりがつかない。出すも

のは出して、強弱をつけて進めていった方が

やりやすいのではないか。 

市民）各論の中から総論を生み出していく。何

らかのビジョン・方向性がなく、単なる各論

だけでは収拾がつかない。 

 

課長）市民会議では一つの方向性に決めること

は考えていない。ただし、いろいろ出してい

ただいた意見をある程度体系立てて整理し

ていかなければいけない。その中で一定の理

解を得たものは方向として示す。一方、両論

あるものは併記して載せていく。 

来年度、公共施設の利用の考え方について

指針をつくりたいと考えている。そこでは、

例えば「公共施設の改修時には多機能型を狙

う」、「施設目的に関わらず空いていれば貸

す」など一つの考え方をまとめたい。ただし、

施設によっては指針どおりにできない部分

もあると思うので、その場合は個々の施設で

その理由を市民に明示していく。 

市民）行政はコーディネーターであり、「こう

いう理由があるから利用できない」といった

ことはあってしかるべきなので、理由を明示

して交通整理をすればよい。 

ようやく小平でも市民参加ということが

言われ出したが、こうしたことは 20 年くら

い前からやっているケースもある。今後は、

何かを建てる時には最終的には市で決める

が、建てる段階で専門家、地域の利用者と協

議しながら一緒につくっていかなければな

らない。「こういう施設をつくったから利用

しなさい」では細かい配慮がいかない。小平

市は近隣市の様子をみて、他市もつくってい

るから小平市もつくるという感覚でハコモ

ノをつくってきたという印象がある。 
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第3回 議事録 

第３回 公共施設等市民会議 議事要録 

 

 

 
 ■実施日時  平成 17 年 12 月 17 日（土） 13:00～15:00 

 ■会  場  元気村おがわ東 第 2 会議室 

 ■参加者数  会議メンバー13 人、事務局 3名（計 16 名） 

 

 

 

＜配布資料＞ 

 ・小平市公共施設等市民会議（第 3回）補助資料 

 ・第 3回公共施設等市民会議検討事項 

 

 

＜会議内容＞ 

 1 資料の説明 

 2 議題「利用の制限・利用方法に関する検討」 

(1)利用条件 

(2)利用目的・活動内容 

(3)申込方法等 

  

 

 

 

 

 

 

 

議事要録文中、発言者については以下の標記によります。 

「市民」…市民会議メンバー 

「課長」…行政経営課長 

「補佐」…行政経営課長補佐 

 

 

※以下の議事要録は事務局の責任により編集しております。発言者の真意が充分に伝え

きれていない場合がありますので、どうぞご了承ください。 
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■議 事 

※以下の議事要旨は、事務局の責任により

編集しております。発言者の真意が充分に

伝えきれていない場合がありますので、ど

うぞご了承ください。 

 

※以下、文中「市民」…市民会議メンバー、

「課長」…行政経営課長、「補佐」…行政経

営課長補佐 

 

 

１ 資料の説明 

(1) 前回の会議における質問に関する資料 

・各施設を利用している団体等の使用料徴収の

有無について（補助資料） 

・防災時の施設の役割（市報特集号） 

 

※会議の進め方について市民からの確認意見 

市民）この場の議論が最終的にはどうなるのか。 

課長）平成 18 年度に施設を所管する課が集まっ

て、公共施設の利用・運営についての方針をつ

くりたいと考えている。無論、施設ごとに異な

る存在理由等もあるので、全て方針に従うとい

うことではない。市民会議で出された意見につ

いては、方針を検討する過程で反映していきた

い。 

市民）（市民会議という）少ない人数の意見がど

の程度反映されるのか。 

補佐）市民会議の議事録についてはホームページ

にのせて、意見募集もしている。また会議の報

告書（意見集）も公開して意見をもらう。市民

会議で出された意見については、方針に反映さ

せるものもあるが、反映できない場合には、な

ぜ取り入れられないかの理由を明らかにする。

行政で勝手に決めるよりは実際に使っている

人の意見を聞きたい。 

課長）方針についても公開して意見募集をしてフ

ィードバックしていく。 

市民）公共施設の市民会議でも、（経営改革市民

会議のように）会議のあり方をわかりやすく示

して欲しい。 

補佐）（経営改革市民会議よりも）公共施設等市

民会議の方が、より具体的なかたちを聞きたい

と考えている。 

 

 

２ 議題「利用の制限・利用方法に関する検討」 

(1) 利用条件 

●住所要件に関する規定について 

市民）他市における制限はどうなっているか。小

平市なみか、それより厳しいのか。チェックす

ることは難しいと思うが。 

補佐）国分寺市の公民館については、無料の館と

有料の館があるが、無料の館は市外者の利用が

認められていない。有料の公民館は誰でも使え

るが、市外の人には減免適用がなく有料となる。

他市でも無料の施設は市民だけが使えるとい

う傾向があるようだ。 

課長）市民かどうかのチェック方法に関しては、

他市も申請に基づいてやっているということ

が多いと思う。 

補佐）小金井市の担当者の話によると、市内か市

外についての厳密なチェックはできないため、

住所による制限を設けず「お互いさま」という

ことでやっているとのこと。 

市民）制限をクリアするために、市内の人の名前

を借りているという例もあると聞くが、それで

も特に公序良俗に反するわけではない。小金井

市の考え方はおかしくないし、調べる必要もな

いのではないか。 

市民の福祉・健康・安全といった面で考えれ

ば、現在の市内と市外者の利用区分は適当だと

思う。高齢者が救急車で運ばれたときに、市外

の遠い人だと困るということもあるのかも。 

市民）住所要件における「在勤・在学・在住」と

いう判断は、利用者本人に関するものだが、こ

れを「子どもの在学」まで含めてもらえないか。

幼稚園に通う母親など、小さな子どもを持つ親

は市域を超えた交流をしているが、今の規定で

は住所が他市の親は市外者の扱いになってし

まう。 

同じ保育園に預けている人と一緒の講座を

受けたり、サークル活動をしようとしたりする

ときに、市外なので参加できないということに

なる。例えば、保育をつける講座を実施する場

合、国分寺市の人であったら、保育はダメとい

うことで断らなければならない。子どもは一緒

に活動しているのだから、親も一緒に考えられ

ないか。 

課長）施設にしろ、講座にしろ、市の税金を使っ

て運営していることを考えた場合、その恩恵を

他市の人が受けることになる。さらに住所要件

を無くした場合には、他市の人が先に借りて、

小平市の人が使えなくなるということも起こ

る。そのようなことも踏まえた上で、「在住・

在勤」などというような制限を設けずに自由に

使える方がいいじゃないかという判断もある
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だろう。その場合は、小平市だけがそのように

するのではなく、相互主義という考えもある。 

市民）第 1回目のときに、月曜から土曜まで国分

寺市の光町公民館の前を通っている自分の子

どもが、市民でないから公民館を利用できない

と言われたという体験をお話した。それじゃあ、

どうすればいいかと子どもに聞いたところ、国

分寺市民は無料でよいが、市外者は 1時間 200

円とするなど、使用料に差をつけるとか、ある

いは、現に空いているときは市外の人も使える

ようにして、市民の利用者が来たら 1時間で空

ける、というようなルールで使わせてくれれば

いいのではと言っている。子どもとしては、部

屋が空いていて、職員もいるにもかかわらず、

毎日学校の行き帰りに通っている施設が使え

ないのはおかしい、という感想を持っている。

小平市は多くの市と接していて、他市が生活圏

域になっている人も多いのだから、隣接する市

同士はルール化して、お互いさまにする方がよ

いと思う。自治体間のバリアフリーが進むこと

で、「住むやすい市」として引っ越してくる人

もいるのではないか。 

市民）基本としては、市民でも市外でも使えるよ

うになることが大事だと思う。私は大沼町に住

んでいるが、子どもが通う幼稚園では半分は小

平市の人、半分は東久留米市の人という状況。

打合せをするときは、それぞれの地域センター

といったところで集まっている。 

本来、公共施設は市民の利益の為に建てられ

ているという原則があると思うが、市境に住ん

でいる人にとってみれば、道をまたげば東久留

米市という状況もある。どちらの市ということ

ではなく、地域で一緒に子どもを育てようとい

うことで考えれば、あまり厳密にすると、むし

ろやりにくくなる。 

ただし、先ほど保育の話もあったが、コスト

ということを考えると、市民を優先するなど、

一定のルールを決めることは必要だと思う。特

に図書など、自分の市で本を潤沢に準備するこ

とは難しいため、お互いに資産・資源をやり取

りする方がコスト的には浮く。今は多摩六都

（東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市）

で貸し借りできるようになっているが、これを

国分寺市や小金井市など、隣接している他の市

にも拡大して欲しい。 

特別養護老人ホームのベッドなど、福祉の分

野ではずいぶん地域間のやりとりをしている。

汚水処理施設なども市内に無いということを

考えると、お金は払っているだろうが他市でや

っているはず。広域的な処理というものは他の

事業ではそこそこやっているのだから、公共施

設もお互い様でよいと思う。その場合、公共施

設全部をいっしょくたにして全市で集まって

決めるということは難しいと思うので、各市で

お互いルールをつくればよいのではないか。 

課長）今後、原則的には住所にとらわれず自由に

使えるとしたうえで、一定の施設に限って市民

を優先させるとした場合、住所要件の判断につ

いては、多少不便でも厳密に確認をする方がよ

いのか、それとも多少不正をする人がいたとし

ても、今のような申請を信じるという方法がよ

いか。 

市民）厳密か厳密じゃないかは別として、公共施

設である以上は管理するうえで使用者と使用

目的については確認する必要があるのではな

いか。 

課長）申請書は当然書いてもらうが、そこに利用

者全員の名前を書いてもらうとか、身分証を提

示してもらって確認する必要があるかという

こと。窓口利用する人にとっては不便とは思う

が。 

市民）全ての施設を同じように扱うことは愚の骨

頂。公共施設といっても使われるところとあま

り使われないところがある。一つ一つの施設に

よって使い勝手があって、柔軟な運用をした方

がよい。空いていれば他市の施設を融通しあう

ことも含めて。 

市民）市民の税金で賄われているのだから、基本

的には市内在住が原則だと思が、小平市のよう

に東西に長く、市境にいる人にとっては生活圏

も公共施設も隣接市の他市を利用するほうが

楽という現状もある。同じ市内在住の人であっ

ても、交通の利便性や本人の健康状態によって

は市の施設を利用できない人もいるため、柔軟

に考えてほしい。 

簡保の宿についても、以前は利用者の中に 1

人でも簡易保険に加入していればよかったが、

郵政民営化後は全員が加入しているかをチェ

ックし、持っていない人はプラス 2千円となる。

他市の人は他市で税金を払っているし、小平市

の人は小平市で税金を払っている。税金を払っ

ているという点では同じことなので、公共施設

の利用についてはもう少し緩やかな考えがよ

いのではないか。 

市民）市内、市外の枠は原則的に撤廃がよいと思

う。市境の地域センターなどは市外の人の利用

希望も多い。これはお互い様なので、枠を広げ

て利用しやすくさせてはどうか。 

市民）今は市町村が単位になっているので、原則

として市内と市外の区別をつけるべき。その上

で、もし市外の人も利用できるようにするとい
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うのであれば、相互主義にして、両市で利用条

件についてきちんと締結すべき。そうでなけれ

ば、市内と市外で違いがあってもしかたがない

のではないか。 

市民）利用協定はきちんと考えていかなければな

らない。動きは無いのか。 

補佐）体育施設については、多摩六都の市民は市

内扱いという協定はあるが。 

市民）ないのがおかしい。経済的にも合理的にも。 

市民）自由にするとしても、条件としては予約が

殺到するものは市民優先でよいと思う。現に空

いているときに、市外だから使えないというの

がおかしいという意味。最終的には双方が同じ

条件で使えるようにすべきだと思う。 

 

 

●若年者の利用制限に関する規定について 

市民）高校生の利用を見直すということは、高校

生が具体的に問題を起こしたことがあっての

議題なのか。 

補佐）そういうことではなく、単に市内の公共施

設の利用制限について調べた結果、扱いの違い

が分かったため、実態と乖離しているのであれ

ば変えていきたいという意味。検討する上で、

例えば施設職員の目が届くロビー部分の利用

に関しては制限を設けず、部屋貸しに関してだ

け制限を設けるという考え方もある。利用され

るみなさんの感覚として、今の基準で問題ない

ということであれば、特に変更する必要もない

が。 

課長）夜間については、子どもだけでは何か事故

があったときに困るので、保護者の同伴など、

ある程度制限が必要だと思われるが。 

市民）事例はあるのか。公的な施設ということで

あれば、高校生が使うにしても、教育的な目的

や公序良俗など、ある程度の判断があるとは思

うが、現在問題も無いし、高校生が利用したい

という例も無いというのであれば、ここで議論

しても仕方が無い。公共施設を有効に使っても

らうということからすれば、若い世代、特に高

校生などに積極的に利用してもらうことが望

ましいわけで、奨励すべき。高校生の利用状況

はどのようになっているのか。 

補佐）利用率としては少ない。利用目的としては、

はっきりは分からないが、音楽活動や仲間同士

で何か計画を立てる際の打ち合わせなどに使

っているのではないか。定期的な活動ではあま

り使われていないように思う。 

市民）利用が少ないということであれば、市報な

どでこういうことに使えるということを積極

的にＰＲしてもよいのではないか。その上で、

使用目的を明らかにするということは、小中高

校生であれ、大人であれ必要。最近は危険意識

が高いときなので、変なことに使われても困る。

使用目的を明らかにするのは行政としての役

割ではないか。 

補佐）今回この会議へ提起した理由として、高校

生に関しては公民館では大人と同様に自由に

使える一方で、地域センターなどでは親の承諾

が必要だという状況があり、同じ公共施設とし

て統一する必要があるのではないかというこ

と。利用者、親の立場という、みなさんの感覚

からみて、やはり高校生に関しては、「こうい

う目的で使う」ということを親が確認しておく

必要があるということであれば、公民館も地域

センターのように、親の同意書を求めるように

取り扱いを変えるという考えもある。逆に、地

域センターを公民館のように自由にするとい

う方向も考えられる。 

市民）高校生の孫がいるが、高校生も色々と忙し

いようだ。高校生の利用が少ないということの

ようだが、それによって何か現実に問題がある

のか。 

課長）問題があるわけではないが、施設の使い勝

手が悪いから使われないということであれば、

そのような利用制限を見直す必要があるのか

もしれないということ。高校生の場合は定期的

な使用というものはほとんどなく、何かイベン

トの際に調理室を使うなど、突発的な利用だと

思われる。そのため、通常の利用基準などに合

わないこともあるかもしれない。 

市民）実際にどう思っているのかは高校に聞いた

方が早いのではないか。 

市民）若者の利用ということであれば、元気村に

できた青少年センターが中心となって、公民館

や地域センターの活用を進める検討をするべ

きではないか。 

市民）東京都では 18 歳までが児童という扱いに

なっているので、やはり 18 歳未満に関しては

自分で申し込むのは不可にして、学校行事で使

うのであれば先生の許可をもらうということ

で良いのでは。 

市民）基本的には制限を設けることは好ましくな

い。ただ、施設の目的・利用方法はできるだけ

具体的に決めておいて、それに反するものは高

校生であろうが大人であろうが禁止すべき。高

校生だから何をやるか分からないとか、判断能

力が無いからという理由で制限をかけるとい
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う発想はやめるべき。制限をかけるのであれば、

目的と方法をできるだけ具体的にして、その合

理性をきちんと示していくことだと思う。 

市民）公共施設ほど職員が見て見ぬふりをすると

ころはない。正規職員であろうと、臨時職員で

あろうと、もっと権限を持たせて、不適切な利

用をする人に対しては、はっきりと言えるよう

にすべきではないか。先日も地域センターで若

者が騒いでいたが、職員は注意をしていなかっ

た。 

 

 

●最少利用人数に関する規定について 

課長）多くの人に利用してもらうという点では一

人の利用を遠慮してもらうということになる

が、部屋が空いているならば一人で使ってもい

いじゃないかということもあると思うが。 

市民）一人ということは個人利用であり、それな

ら自分の家でやればよいこと。公共施設の目的

からすれば、おかしいのではないか。 

補佐）一人で使う目的としては、おそらく音楽関

係のもの。ルネこだいらは一人でも使える。楽

器演奏などの目的以外で 1 人で使うことはあ

まりないと思う。 

市民）公共施設として考えた場合、公平でなけれ

ばならない。一人で使うというのは暴挙。 

市民）直接の答えにならないが、光熱費のあり方

なども含めて議論した方がよいと思う。家にい

るよりも過ごしやすいということで公共施設

に来ている人もいる。関西などでは夏場料金を

頂いていますということを明らかにしている

ところもある。 

 

 

●利用回数に関する規定について 

市民）公共施設の目的はできるだけ多くの人に利

用してもらうことが原則。利用度の高いところ

は公平に利用してもらうということから回数

制限を設ける必要があるかもしれないが、利用

されていない施設まで制限する必要は無い。 

補佐）それは例えば、同じ地域センターであって

も、館によって回数制限の有無に違いがあって

もよいということか。 

市民）私も同じ意見。常時空いている部屋が多い

館であれば、例えば保育施設や、お年寄りのお

茶のみ場とするなど、そうした使い方があって

も良いと思う。それぞれの館の実態によって変

えるというのが現実的。 

市民）原則は設けるが、ただし書きをつければよ

いこと。要するに、多くの人に利用してもらう

ということが本来の目的。 

市民）利用回数のこととは違うが、空き状況が一

覧で分かる仕組みがあれば稼働率があがるの

ではないか。 

市民）東部市民センターの集会室は一覧が出てい

るので大変使いやすい。 

課長）以前の会議で、現状としては利用の申込み

が施設種類ごとになっているが、利用する側か

らすれば、例えば「会議室」とか「音楽室」と

いった部屋の種類ごとの一覧が欲しいという

意見があった。空き室情報についてもそれに通

じるものだと思う。 

市民）利用回数の制限を外してしまうと、いつも

同じ団体が使って、まるで「私たちの部屋」と

いう雰囲気になってしまうおそれもある。現在

の制限は残しながら、地域ごとに常に空いてい

る施設であれば、制限を緩和するというように、

館ごとに柔軟に対応した方が使いやすい。 

課長）館ごとにルールを決めるということになる

と、行政としては難しい宿題になる。 

補佐）行政の考えでは、ルールは統一した方がよ

いと思ってしまいがちなので、今回のように館

ごとに制限を変えるなど柔軟性を持たせると

いう意見は貴重な提案。 

市民）継続的に使う団体は多いのか。 

課長）多い。そのため、予約初日に抽選なども行

っている。回数制限がないと特定の団体が毎週

予約を入れてしまい、他の人が利用できなくな

るということにもなる。 

市民）利用状況に関する現状分析が無いと、よい

提案が出てこないのではないか。 

市民）資料では「利用日の 1週間前」になれば制

限が緩和されるものがあるが、それ以前であっ

ても緩和するなど、改善の余地があると思う。 

市民）文化活動は継続的にやらなければ意味が無

いものもあるので、そうした面からの検討も必

要。 

 

 

(2) 利用目的・活動内容 

●利用団体の会費等に関する規定について 

課長）「私塾」は認められないという原則から、

月会費が 2 千円を超えないという基準などが
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定められてきているが、果たしてこのような基

準が妥当なのかどうか。また、2千円以上の入

場料を取ることは今の規定では認められない

が、著名な講師を呼んで講演会を行う場合など

は、その基準では実施できないこともある。主

催団体としては入場料を全て経費に充てて収

益が全く無いとしても、講師の側でみると収益

とみることもできる。 

販売についても例えば環境関係の学習会を

実施した際に、関連商品を実費で提供したいと

しても販売になってしまう。行政側としては正

直なところ、営利かどうか判断が難しい場合は

「ダメ」となってしまう。私塾の判別の仕方な

ども含めて意見をお願いしたい。 

市民）「販売」といっても慈善事業などもあるが、

市が禁止している「販売」とは金銭の動きが伴

うもの全てということか。 

市民）過去の例として、中央公民館が企画したも

ので教材用のビデオを売っていたということ

がある。もちろん商売が目的ではなく、「もっ

と知りたい人にはこういったものがあります」

という親切でのことだが。営利かどうかの判断

は難しい。 

市民）テキストや講師の著書を売るという例など

もある。利益をあげてはいけないときちんと規

定しておけば、それ以上のことをする団体はな

いのではないか。 

課長）私塾ということで言えば、例えば自宅で月

謝をとって習い事を教えている先生が、啓発活

動あるいは社会教育活動の一環として公共施

設において安い謝礼で講師を勤めていたとし

たら、どこで線引きできるのか。それが 2千円

という月会費になっているのだと思う。 

市民）2千円以内であれば営利活動に当たらない

ということか。 

課長）2千円以内でも営利につながるものは認め

られない。会費は会の運営経費として集めてい

るもので、活動を維持していくためには 2千円

程度はやむを得ないという考え。 

市民）営利がいけないというのであれば、継続的

な活動は営利とみるべきではないか。継続的な

ものであれば 1円でもダメ、単発なら 2千円以

内とするなど。 

市民）今から 5年くらい前に、公民館長から公民

館運営審議会に「月会費 2千円以内という基準

は妥当か」という諮問があったので、そのとき

に調査・検討をした経緯がある。そもそも会費

は講師に対する月謝・謝礼ではなく、1つのサ

ークルを運営していくのに必要な経費。集めた

会費をもとに講師への謝礼やその他雑費をま

かなっている。2千円をとらなければならない

ということでもない。公民館は健康であれば生

涯にわたって誰もが学習できる場。だから減免

措置によって無料で使うことができる。たくさ

んの自主活動の中には、全く会費をとらず、メ

ンバー同士で教えあっているところもあり、そ

れは理想的だと思う。問題になっているところ

は、お稽古事や趣味に関する部類で、先生が自

宅を教える場所とせずに、公民館などを稽古場

として、何箇所も使って収入を得ているという

もの。 

どこまでが啓発活動でどこまでが私塾なの

かという判断については、新たなサークルをつ

くるときに、職員がもう少し目を光らせて判断

して欲しい。 

市民）盆暮れにお礼をするなどは儀礼的なもので、

営利とは違う。このような考えで、報酬ではな

く交通費などの諸経費は認めるなど、営利はだ

めだということを明確にすべき。公共施設を使

って商売をしようという人もいるので、一つの

前例を作ってしまうと、後でやりにくくなる。 

市民）継続的な活動は営利と判断すべきという意

見があったが、それは違うと思う。社会教育の

サークルであれば、継続的にやることが基本で、

公民館のサークルはほとんど継続的に活動し

ている。公民館が実施する講座が終了した後に、

その先生を講師に招いてサークル活動を継続

することもあるが、公民館の講座でも報酬を支

払っており、サークル化した際に会費を集めて、

その中から講師への謝礼を払うことは営利と

いうものではない。2千円が妥当かということ

については一概には言えないが、仕方がないの

ではないか。 

市民）今のところ 2千円という基準は妥当だと思

う。情勢に合わせて見直す必要はあるが。私塾

の制限に関しては、メンバーが集まって先生に

頼むのであれば私塾ではないが、先生が稽古場

を公民館とか地域センターに移して、生徒を募

集しているのは問題。自主的に先生を頼んで活

動を行う場合で、それにかかる経費について 2

千円以内であればかまわないが、あまり金額が

多くなるようならば問題。 

市民）私塾のチェックについて、一つのお稽古ご

とであちこちの施設でやっているという実態

は市でチェックできないのか。同じ人があまり

にも多くのサークルの講師を務めていたらお

かしいのではないか。 

補佐）現在そのようなチェックはやっていないと

思う。今は団体の登録台帳を紙で管理している

ため、各団体の講師をチェックすることは困難
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だが、今後施設予約システムが導入されるよう

になれば、登録されたデータを使って分かるよ

うになる可能性はある。ただし、評判のよい先

生があちこちで頼まれている例もあるので、複

数のサークルの講師になっているから問題と

いうことでもないのでは。 

市民）趣味の先生とか、講師側の立場で話がされ

ているが、要は施設を利用する団体が営利目的

の団体かどうかで判断すればよいのではない

か。講師は利用者側には入らないため、先ほど

の意見にあったように、集まっている利用者が

営利目的を持たず、講師を頼んでいるのであれ

ば問題ないと思う。 

また、2千円という基準については、細かく

考えてもあまり意味が無い。行政が基準を決め

ると反発されるため、ある程度常識的な市民感

覚で決めることが望ましい。どのようなケース

の場合は使用を制限するか、問題のあるケース

については一種の市民会議のようなものに諮

って、その結果「それは市民感覚として利用す

ることは認められない」というようにもってい

く方が納得されるのではないか。 

補佐）今までの議論は会費の制限についてだが、

講師に支払う謝礼の額についての制限は必要

ないか。例えば、会員数の多いサークルであれ

ば、2千円会費の中からでも高額な謝礼を払う

こともできるが。 

市民）会員が市民であって、先生がビジネスのた

めにやっているのでなければ問題ないと思う。 

市民）その先生に来てもらわなければ活動が出来

ないものなどもあるので、ビジネスかどうかと

いうよりも、必要性の問題。 

市民）市全体のある程度の基準は必要だとしても、

各公民館の独自性や会の性質もあるので、公民

館の館長なり職員なりに判断の権限を持たせ

るべき。例えば、内容を確認したうえで今回に

限ってはテキストの販売を認めるなど。誰が判

断するのかをはっきりさせておけば、ケース・

バイ・ケースになるのは仕方がないと思う。 

市民）何が社会教育活動なのかなど、解釈があい

まいな面もあるので、小平市における社会文化

について条例をつくるなどの動きがあっても

よいのではないか。 

 

 

(3) 申込方法等 

市民）施設によって事情が異なるので同じように

はいかないが、申込には公平性、均等性という

大原則があり、原則に基づいた申込方法を検討

すべき。方法としては電話でもファクスでもメ

ールでもかまわないという、現在の情勢にかな

った方法を考えてはどうか。 

申込が公平に保たれていることによって、施

設の利用方法などこれまでの議論の解決策が

出てくるのではないか。 

市民）それぞれの公民館を拠点にして活動してい

るサークルからすると、定期的に使えなければ

サークルの運営が非常にやりにくくなる。中央

公民館以外の分館に登録している定期利用団

体は、一般の申込みが始まる前に 3ヶ月分の予

約が可能になっている。それが一般団体と同じ

ような扱いなってしまうと、何百というサーク

ルが活動できなくなるおそれがある。 

市民）なぜ電話予約がだめなのか。 

補佐）窓口に直接来る人よりも電話を優先すると

いうことに問題があるという考えがある。 

市民）熱心にやるという意味では、窓口優先とい

う考え方もあるが、いちいち施設まで行かなけ

ればならないというのは現実的にどうか。 

補佐）電話予約だけして、実際には申込みに来な

いというケースを避ける理由もあると思われ

る。 

市民）それは電話予約の場合、無断キャンセルに

対する罰則がないから。初日受付など、先着順

というのは今の時勢からするとどうか。特にス

ポーツ施設は限られた団体が先にとってしま

うと、他の人が全く使えないということになる。

スポーツ施設は利用度が高いので特に問題だ

と思う。 

市民）テニスコートはとれないという話を聞くが。 

市民）テニスコートは市内者による先着順。 

市民）図書館で本を借りた場合は、次の人の予約

が入っていなければ続けて借りられる制度に

なっている。みんなが使うということを考えた

場合、定期的に使う人にとっての便利さと、使

えなくなってしまう人の不便さのバランスを

考えることになる。先ほどの図書館のアイデァ

などは一つの知恵ではないか。スポーツ施設な

どをずっと一つの団体が使い続けるというの

はどうかと思う。 

市民）ルールについては、もう少し利用者に聞い

て、使い勝手の良いものにして欲しい。 

テニスなどは隣のコートを予約している人が

来ないときは、その場で空いているコートを使

えるようにするなど。私自身、予約をとった後

に利用できなくなった場合には、「他の人が来
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たら使ってもらってください」と中央体育館へ

申し出ている。予約した人が 30 分過ぎても来

ないときは、待っている人に使わせるというよ

うなことを、事前にルールで決めておけば、そ

れはフェアでよいのではないか。 

市内者の名前を使って申込んでいるケースも

あるようだが、少なくとも競合している場合は

市内の人を優先して構わないと思う。その際に

は免許証などを見せてもらって確認するなど

してもよいのではないか。 

市民）電話では本人の確認もできないし、公平に

やっているかも分からない。抽選であれば、申

込方法は電話でも何でもよいのではないか。 

課長）申込方法や利用者の立場などは施設によっ

て様々あるようなので、次回もう少し整理した

うえで議論を進めたい。開館日・開館時間に関

しても今日は議論できなかったため、次回以降

時間をとるようにする。 

 

 

３ 次回以降の検討課題および会議日程 

●今後の日程について 

補佐）第 1回で配布した資料の中に、小平市が考

える受益者負担の基準が示されている。施設の

使用料もこれに基づいて決めているが、使用料

は 3 年ごと見直しを行うことも想定している

ので、次回の会議ではこの基準についても意見

をいただいてみたい。 

市民）各施設の年間使用料収入の金額が分かる資

料を用意して欲しい。というのは、経費的な面

から使用料をとっているのかどうか、考え方を

確認したい。 

補佐）公民館については以前の資料に載せている

が、地域センター、福祉会館など他の施設につ

いてもできるだけ集めてみる。 

 

●その他の検討テーマ等について（市民から） 

・インターネットによる施設予約についてのマイ

ナス面・プラス面、必要な施設などについて議

論しては。 

・近隣との相互利用について分かる資料（一覧）

が欲しい。国立市、国分寺市、府中市の間に図

書館協定があることは知っているが、他はどう

か。小平市が関係するものだけでかまわない。

小平市内に国分寺市の公園があるが、小平市民

が利用する場合には 5 割増になるという状況

もある。 
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第４回 公共施設等市民会議 議事要録 

 

 

 
 ■実施日時  平成 18 年１月 14 日（土） 10:00～12:00 

■会  場  元気村おがわ東 第 2 会議室 

■参加者数  会議メンバー12 人、事務局 3名（計 15 名） 

 

 

 

＜配布資料＞ 

 ・小平市公共施設等市民会議（第 4回）補助資料 

 ・公共施設等市民会議検討事項 

  

 

＜会議内容＞ 

 1 資料の説明 

 2 議題「使用料・減免制度に関する検討」 

 (1) 使用料について 

(2) 取消料について 

(3) 減額・免除制度について 

 

 

 

 

 

 

 

議事要録文中、発言者については以下の標記によります。 

「市民」…市民会議メンバー 

「課長」…行政経営課長 

「補佐」…行政経営課長補佐 

 

 

※以下の議事要録は事務局の責任により編集しております。発言者の真意が充分に

伝えきれていない場合がありますので、どうぞご了承ください。 
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１ 資料の説明（事務局） 

(1) 広域行政・連携協力、施設の使用状況など、

全体の説明 

 

(2)公民館の使用料が他施設より高い理由 

使用料はコストを根拠にしているが、公民館は

ほぼ正規職員、地域センターは嘱託職員なので、

そうした人件費の影響が出ていると思われる

(p.8) 

 

 

２ 議 題「使用料・減免制度について」 

 

(1)使用料に関する検討 

● 現在の受益者負担率は適切か 

課長）小平市では提供されるサービスの内容を 4

種類に分類し、それぞれ負担率を定めている。

その負担率と施設コストと使って使用料金を

設定している。この会議では公共施設への「受

益者負担」の是非についても含めて議論してほ

しい。 

補佐）平成 16 年度の使用料改定のときには清掃

などの維持管理費、人件費のほか減価償却費な

ども含めてコストを算出している。廊下など施

設内の共有部分については、貸出し対象の部屋

の面積に応じて各部屋に加えている。 

市民）そもそも論から言えば公共施設は無料でし

かるべき。何から何まで無料ということではな

いが、この受益者負担に関する 4象限が上手く

分類を表しているのではないか。ただし、民間

企業ではないので、勉強したくても場所のない

人、生活弱者、困っている人をベースに使用料

を考え、必要最低限を標準にすべき。もし、赤

字であるのであれば、どこから予算を持ってく

るかが大事で、予算配分を考え直すこと。その

際、教育・生涯学習は重点配分すべき。住民の

民度が低ければ地域は活性化しない。地域の活

性化は地域住民の自主的な活動・自主性から生

まれる。 

市民）2頁の図だが、選択的かつ非採算的サービ

スについての受益者負担率が 50％となってい

るが、これはどこからでてきているのか 

課長）負担率については、0％、100％、そしてそ

の中間という考え方から。図の右上欄が 100％

で、左下が 0％なら、中間的なものは 50％とい

うことで作っている。 

補佐）庁内で使用料改定の検討会を作って、内部

の検討で考えた結果。 

市民）この50％の負担率を上げようというのか、

下げようというのか。 

補佐）まず、コスト自体を抑えるという考え方も

ある。例えば、公民館の正規職員を嘱託化すれ

ば人件費が抑えられ、結果として費用が下がる、

という選択もある。 

市民）公民館など、教育施設については自分だけ

が学びたいとか、自分だけ賢くなって益を得る

ということではなく、学んだことが社会なり地

域に戻っていくということなので、受益者負担

という考え方はなじまないと思う。その意味で、

市の予算が無いからといって、このような基本

的かつ非採算的サービスについて負担を求め

るのではなく、他にお金の使い方を検討してほ

しい。 

課長）学ぶといっても、個人的に学ぶというもの

と、社会に還元するものとがある。どのように

選別することができるか。 

市民）個人的にというのはどういうことか。 

補佐）個人利用ということではなく、例えば、公

民館を利用する趣味の団体の中には、公民館ま

つりなどに参加するということもなく、自分た

ちの活動だけをして帰っていくというものも

ある。そういった場合カルチャーセンターと何

が違うのか、という問題もある。そのような団

体についても全て一律に減免でいいのかとい

うこと。 

市民）趣味の活動であっても、家に引きこもらず

に集まるという社会的に交わっていくという

ことがあるので、線引きは難しいのではないか。 

補佐）もう一つ、体育施設は受益者負担率が100％

となっているが、地域センターや公民館の 50%

と比較した場合、これは妥当ということでよい

か。 

市民）体育館は道具など設備面にお金がかかるの

で、ある程度の負担もやむを得ないと思う。 

課長）テニスコートなどを 4人で使う場合、4人

だけが楽しんだとなると選択的かもしれない

が、技術のレベルアップを図って誰かに教える、

あるいは健康になったということにもなるの

で、線引きが難しい面もある。公民館は社会教

育施設であって、単なる貸し出し施設ではない

という考えもあるが。 

課長）有料、無料の区分ということにも触れても

らえれば。 

補佐）高齢者館は無料施設になっているが、部屋

を借りて踊りなどをやっているという使い方

から考えると、有料施設である地域センターや

公民館とあまり変わらないのではないか。もし、

減免制度を見直すならば、有料無料の区分も考

えなければならない。学校施設についても、社

議事録‐24 



第4回 議事録 

会教育が担当しているものは無料だが、学校教

育が担当しているものは有料というように、2

系統が混在している状況もある。現在は、ほぼ

減免なので、結果としてはどちらも変わらない

という状況にはあるが。 

 

● 使用料の基準について 

課長）公共施設の使用料において、このような形

なら負担できるというようなことはないか。公

共施設なので一定の税金は投じるべきという

ことであれば、市全体の予算の中でどのくらい

の割合まで投じるべきだと思うか。 

補佐）第 3次行財政改革推進プランの取組状況に

対して市民委員 6 名に意見をもらっているが、

そこでは使用料についてある程度コストを意

識してもらって負担してもらうべきだという

意見もでている。その中で、ではどの程度の負

担が妥当なのか、例えば光熱水費までは負担す

べきなど。大阪では冷暖房が必要な時期にあわ

せて季節料金を取っているという話も聞く。 

例えば、3 時間 1000 円の部屋なら 5 人で使

えば一人あたり 1 時間 70 円程度になる。それ

も難しいという感覚なのか。それくらいなら負

担することは可能という見方もある。みなさん

の実感はどうか。 

市民）中流社会を基準にしてはだめ。下流社会を

基準にすべき。高齢者、障害者がどれだけ払え

るか。地方自治体にとって妥当な負担額という

考え方ではなく、利用者にとって妥当な負担で

なければだめ。年金額なども考慮して、余暇に

どの程度お金をあてられるかを考えて算出す

る。利用者ありき。それが自治体にとって妥当

な負担とかけ離れているのであれば、別のやり

方で自治体の歳入確保などを図っていくべき。 

課長）感覚的にはどのくらいか。 

市民）体育施設か部屋貸しかによっても違う。 

市民）社会的弱者がいるなら社会的強者がいるの

か。減免するときにあの人は社会的弱者だから

という考え方はよくない。社会的弱者というの

はどういう人をいうのか。 

課長）社会的弱者だけ減免するということではな

く、そこに合わせて全員を減免や使用料設定を

する、という意見。 

市民）いろいろな減免措置を受けていて、なおか

つ社会的弱者というのはどういうことか。 

市民）いろいろな人がいると思うが、補助を受け

ている人、高齢者の一人暮らし、就労に不利で

ある、援助がないと暮らしていけないという意

味の弱者。 

補佐）料金を設定するときに、一番払えない人に

あわせるという考え方にすると、負担能力のあ

る人も安い金額で済んでしまうことになるが。 

市民）要するに使用料で取るか税金で解決するか

どちらか。使用料に税金と同じ負担能力の考え

方を採りいれるというのであれば、公的な施設

の利用については全て無料にして、予算が足り

ないのであれば税金を上げて、所得に応じて払

うという方法が明確ではないか。 

受益者負担と言う考えが出てきたのは 20 数

年前から。立川市に国立公園をつくった際に、

有料にしてお金を取るということになった。税

金でつくった公園にもかかわらず、何で料金を

とるのかと聞いたら、それは受益者負担だと言

う。理由として、あれは普通の公園よりも公園

整備のレベルが高いからそれだけの利益を得

るから有料だという。受益者負担という言葉自

体がどうなのか。 

障害者自立支援法の改正が行われ、福祉サー

ビスにかかる費用の本人 1 割負担が導入され

た際にも受益者負担だといっていた。生活に必

要なサービスを得ることが受益だというのは

おかしいということで、受益者負担ではなく利

用者負担というように言葉を変えた。 

無料にするということは税負担でやるとい

うこと。有料にするということは特別税をとる

ようなもの。公的サービスは全て無料とした方

が明快ではないか。その上で、公的といえない

ような無駄なサービスは止めていくというほ

うが分かりやすい。 

課長）例えばテニスコートを無料にした場合、利

用希望者は多いと思われるが、全員のニーズを

満たすことは不可能。結果として限られた人の

ために税金が使われることになる。そのことに

対してみなさんがいいですよと言ってくれる

のであれば、税金でまかなうことはできると思

うが、おかしいという考えの人もいるのではな

いか。 

市民）税金でまかなうのがおかしいというものは、

公的サービスではないという考え方もできる。

テニスコートなどは無料でもいいと思う。利用

希望者が多いときには抽選をすることで機会

は平等となる。どうしてもやりたい人は、抽選

に外れたら民間のコートを借りる方法もある。

また、それだけ市民のニーズがあるなら、もう

少し面数を増やし、いつでも利用できるように

するという考えもある。 

市民）受益者負担率が 100％の施設であっても、

実際には経費全てを負担しているわけではな
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い。全てを利用料金でまかなっているというこ

とであれば NPO や民間が運営できることにな

る。市の土地を利用している場合などは、土地

代はコストに含まれていない。そう考えれば、

負担率については 100％、50％、0％というも

のではなく、大・中・小という感覚の方が適切。 

そして、自転車駐輪場などは駅から離れてい

るものは負担を小さくするなど、それが受益者

負担というもの。駅に近い駐輪場は便利で楽だ

から価値が高いわけで、それについては負担を

多くする。同様に、公園なども他の公園よりも

お金をかけて、より楽しめるものにしているも

のであれば有料にすることもできる。小平市の

それぞれの施設について、一般的な水準と、そ

れよりも付加価値のあるものについて考えて

みることが必要。 

市民）利用することによって付随的に発生する経

費については利用する人が負担する、というの

が公共物の使用の常識だと思う。公共施設だけ

に限らず、全市民が共通に常時使用するものは

別として、特定の人が使うのであれば、その人

が負担するのが基本的な考え方。公共施設だか

らといって全て税金でまかなうというのは財

政が豊かならいざしらず、現在の状況では実質

主義で考えるべき。 

市民）「常識」よりも「良識」で判断すべき。お

金を払うのが常識ではない。公共施設について

は無料にして、税金でまかなうということを出

発点にすべき。ただし、全てを無料にするのは

現実的ではないということもあるので、ある程

度の負担は仕方がないとも思う。その際には、

最も困っている人でも払える金額を基準にす

べき。 

市民）物事を考える際は段階的に考える必要があ

る。特定の利用者だけが使うものについては使

用料を負担するという前提をつくり、その次に

払えない人についてどうするかを考えるのが

順序ではないか。 

市民）段階を踏むというなら、0からスタートす

べき。公共施設はそもそも何のために運営する

のかというところから。 

課長）「公共施設は無料が原則だが、料金を取ら

ざるを得ないのであれば、生活困窮者を基準に

料金を設定すべき」という考え方と「公共施設

といっても全員が利用出来るのではないから

利用者は応分の負担はすべき。ただし、生活困

窮者については減免制度を設けるなど、条件に

応じて考える」という考え方と理解した。 

市民）公共施設である以上、市民誰でも利用でき

るのは当然のことで、だからこそ税金を投入し

て建設し、運営している。そこに料金が発生す

ると使えない人が出てくることになる。今日は

お金が無いから使えない、というように、利用

したい時にいつでも誰でも利用出来るもので

はなくなってしまう。 

市民）公共施設というけど、特定の人が利用する

ものを税金という形で全ての人が負担するの

か。利用者が利用することによって発生する費

用まで税金で負担するのか。 

市民）特定人のみの使用という言葉が頻繁に出て

くるが、それぞれ一人ひとりの一生涯にわたっ

て、利用したいときにいつでも利用出来るとい

うものが公共施設。現時点では一定の人しか利

用していなかったとしても、5 年後 10 年後は

分からない。公共施設の出発点は、市民誰にと

っても公平で平等であることが基本。その基本

を外すとおかしなことになる。 

まず、公共施設はどういうものかを考える。

その上で、厳しい状況の中にあって、地方分権

における地方自治を考えた場合、市民にとって、

また 10 年後、30 年後を考えたときに行政はど

こに重点を置くのか。このような機会を使って、

行政も市民もみんなで話あってじっくり考え

たい。 

課長）機会の均等が保たれれば、公共施設にかか

るコスト負担については全て税金でまかなっ

ていくという考えということでよいか。公共施

設の維持管理を全て税金でまかなうとしたら、

その分他の施策に回すお金が無くなることに

なる。要は配分の問題。 

市民）小平市に図書館、公民館、地域センターが

これだけつくられてきたのは市民の強い要望、

運動があったということの意味を考えるべき。

財政的に厳しくなったからといって、簡単にコ

スト負担の話をして欲しくない。みんなの要望

があって、市民の税金をかけてもつくる価値が

あり、それは市民が享受できるものであったと

いうこと。それを守っていくためには、他の事

業とのバランスは大きな問題になってくると

は思うが、行政がどこに重点を置くか。市民が

最低限度の文化的生活を受けることについて、

基本に立って考えて欲しい。 

市民）行政が判断するということではなく、施設

の維持管理が大変になってきた状況において、

どの選択肢をとるかということ。税金を上げる

のか、あるいは福祉など他の分野からお金をま

わすのか、あるいは利用者から使用料をとるの

か。そのような選択肢について、市民はどれを

望むのかについて意見を聴きたいのではない

か。 
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もちろん、行政が提案して、議会などで決定

していくが、その前にこういう場で聞いておき

たいのではないか。 

市民）多数が必ずしも正義ではない。ビジョン、

理念を実現させるために、何を削って、どこに

重点を置くかということ。 

市民）もう一つの選択肢としては借金をするとい

うものもある。今借金をしてでもやらなければ

いけないものがあればということだが。 

市民）返すあてがあるのならいいが。 

市民）いろいろな選択肢を検討したうえで、行政

が議会に提案することになるが、その選択肢に

影響を与えるのは、市民がどうのように考えて

いるかということ。とにかく借金はやめときま

しょう、ということであれば今までのような緊

縮財政ということになる。 

こうした市民会議の議題に使用料を出すと

いうことは、市としては使用料をとってもよい

のではないかということがあると思う。ただ、

議論するためには、公民館なら公民館というよ

うに、施設を絞ったほうが議論しやすいのでは

ないか。コミュバスなどは分かりやすい。今は

乗車料金が 100 円で年間 2500 万円の赤字。料

金を 200 円にすればとりあえず赤字なしで走

らせることができるという状況の中で、200 円

なら乗りません、100 円分は税金でまかなって

欲しいということになるのか、などを議論して

いる。 

課長）1人 100 円程度の負担であれば妥当と考え

られるのかなどの意見も聞いてみたいと思っ

ていたが。 

市民）ここで金額の話をしたら、「市民がここま

での金額ならいいと言っている」という風に使

われると思ったので、具体的な金額などは怖く

て言えない。 

課長）今の使用料はコストをもとにして市が計算

して決めたもの。そのような考え方と別に、使

う人の感覚として、妥当な使用料というものが

あるとしたらどの程度のものなのかを聞きた

かったということ。例えば、維持管理費のうち

光熱水費分だけで計算すべきという考え方も

あると思う。 

市民）図書館は法律で原則無料になっている。公

民館は原則有料。こうした基本は守ってほしい。

公民館では数年前まで、お茶葉も用意されてい

たが、今は無くなった。印刷も無料でできたが

今は有料。こうした目的以外で発生する費用に

ついては有料になっても納得できる。そういう

部分は他でも検討すればたくさん出てくると

思う。公民館の駐車場は、公民館利用者以外の

人も使っているような気がする。そういうとこ

ろをチェックしていくことで適正な使用料と

して有料にできる部分もある。本来の目的であ

る建物の使用については無料にすべき。そこで

健全な人間が育成されるなら大事なこと。 

市民）一般会計予算の収入内訳のなかに使用料・

手数料というのがある。こういう収入予算の前

提には、使用料の試算が出されているはず。そ

こから逆算して、「これだけ取ればこれだけの

収入があって健全財政となる」といった試算が

あるのか。そうすれば実質的な意味で金額を決

められるのではないか。 

補佐）今の使用料の決め方はコストを基に決めて

いるが、利用者数の実績をもとにして、減免制

度を見直した場合に現在の使用料収入額に見

合う額を確保するためには、利用者一人あたり

いくらにすればよいか、という逆算もできると

思う。 

小平市の施設は他市と比べても充実してい

る。今の施設を維持しながら今後も児童館など

を建てようとするのであれば、有料にしてもい

いからもう１館欲しいとか、新しい施設は要ら

ないから無料のままで、などの選択肢もある。 

また、試算ではあるが、現在減免によって無

料になっているものについて、本来の使用料を

とるとすれば公民館は年間 4千万円、地域セン

ターは 3千万円程度の収入になる。補助資料に

あるように、公民館 10 館全体の年間維持管理

費が 8千 700 万円程度なので、新しい館を建設

することを考えた場合、建設費は別として、減

免制度を見直して本来の使用料を集めること

で維持管理費は充分まかなうことができる。こ

うしたいろいろな選択肢があるときに、市民会

議という場でみなさんの意見を聞いてみたか

った。 

市民）計画どおりにつくって、できるだけ利用者

の負担を低く、できれば無料が理想。とはいっ

ても難しいので、負担はしてもいいが、そのと

きには自治体にとっての妥当な金額ではなく、

利用者にとって妥当な金額を考えること。 

市民）予算上の使用料収入額はどのように試算し

ているか。 

補佐）前年実績からの試算だと思う。 

市民）財政上の問題もあるのだから、実績などを

もとに収支バランスを取ることが大事。それと

市の姿勢との関連で話さないといけない。公共

施設は無料がいいのは当たり前、それができな

いからこのような場で議論している。 
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(2) 取消料について 

補佐）ほとんどの使用料が減免されている現状で

は実感がないと思うが、施設によって取消料の

扱いに差がある。全額返ってくるものもあれば、

半額しか返らないものなど。取消料の制度の意

義なども含めて考える必要があると思うが、今

日は時間の都合もあり、討議は省略させていた

だきたい。 

 

 

(3)減額・免除制度について 

●高校生に対する減額措置 

市民）議会答弁にある「義務教育修了者は応分の

負担をしてもらう」とあるが、応分の負担とは

どういう意味か。 

補佐）大人と一緒の負担という意味。 

課長）大人料金と子ども料金の区切りを義務教育

の年齢区分に合わせているということ。 

市民）経済負担力という意味で考えると、東京で

は 90％程度が高校に進学して本人の負担力は

無いので、子ども料金が適当ではないか。 

市民）こういう差をつけるのはどうか。みな同じ

にすべきでは。 

市民）教育は心身ともに健全な国民を育成する国

家的プロジェクト。身体が大きいとかそういう

物理的なことではなく、教育的見地からみるべ

きで、高校生までは無料が適当。 

 

●免除の適用について 

課長）減免対象団体についてはどうか。 

補佐）参考として補助資料に「社会教育関係団体」

の定義を載せている。現状では公民館を使う団

体イコール社会教育団体として扱っているが、

社会教育法の定義をみると少し違うのではな

いかと思う。また、同じ団体であっても、その

時の利用目的によって分けるという考えもあ

る。 

課長）多摩市では原則無料から原則有料にして、

減免対象を限定的に考えている。 

市民）補助団体がまた減免団体となっているが、

補助をしているのにさらに減免するのか。 

市民）補助を受けている団体から使用料を取った

ら補助している意味がなくなってしまう。補助

を受けている団体が無料なのは当然。2頁の受

益者負担率の分類がここにもあてはまってく

るのではないか。 

市民）公益性を前提に考えたらどうか、という意

味。補助団体には様々なものがあると思うので、

地域活動や社会活動をする場合に絞ったほう

がいいのではないか。 

課長）利用件数全体に対する減免割合をみると、

地域センターは 96％、公民館では 98％が減免

によって無料になっている。この状況に対して、

みなさんの実感としてどうか。 

市民）社会教育関係団体というのは一つのサーク

ルという意味か。 

課長）一つひとつのサークルも、連合したものも、

いずれも社会教育団体としてみている。 

市民）合唱連盟に所属している団体はルネこだい

らを半額で使えるが、所属していない団体は減

額にならない。 

課長）登録するということは、一定の社会教育活

動に意識を持った団体とみることができるが、

加盟していない団体は社会教育活動というよ

りも、自分たちの趣味の活動と判断されている

のだと思う。そういう判断が良いのかどうかと

いうことも議論の対象。 

市民）ルネはしっかり判断しているが、公民館は

判断していないということか。 

市民）ルネの使用料金は非常に高い。例えば、定

員 400 名のルネこだいら中ホールと定員 370

名の国分寺市いずみホールの一日分を使用料

比較すると、ルネは 123800 円、それに対して

いずみホールは 89200 円。（いずれも土曜・休

日の料金）これだけ料金の差があると、小平市

の人もいずみホールに流れている。合唱の人た

ちが発表をするのもいずみホール。国分寺の人

たちのグループなら使用料がさらに半額にな

る。 

市民）減免に該当するかどうかは誰が判断してい

るのか。ここで抽象的な話をされてもピンとこ

ない。 

課長）減免の判断は各部署が行っている。この会

議は個々の団体の判断をする場ではないので、

減免のあり方について総括的な意見をいただ

ければ。 

市民）減免に該当するかどうかを判断する場には

行政だけではなく、市民も入れて各論的に判断

するのがよいのではないか。 

市民）減免対象として「市内団体が文化活動を行

う場合」とあるので、結局何をやっても減免に

なるのではないか。しかも 100％減免されるた
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め、事実上、自由にお使いくださいという状況

になっている。 

補佐）実態としては、有料に該当するのは、企業

が使っている場合くらい。もともと減免対象に

した団体は、団体の活動目的を前提として定義

しているのだが。 

市民）つまり、地域活動によって貢献してもらえ

る団体を想定していたということ。 

補佐）減免対象の定義をどうするかというよりも、

窓口で団体をどう判断するか、つまり、個々の

団体が減免対象団体に該当するかどうかを整

理する必要があるように思う。 

市民）国立市と国分寺市では、公民館は社会教育

機関であるので、減免ではなくて無料にすると

いうことが条例で規定されている。せっかくの

見直しの機会なので、教育機関ということにつ

いても議論してもらえれば。 

市民）武蔵野市はまちづくりをするときに公民館

をつくらずに地域センターをつくるという発

想だったという。一旦作ると地域エゴなどがあ

って、無くすのは難しい。極端に言えば、施設

の経費はトータルの歳入歳出からいけば大し

た金額ではないのだから、その中で使用料を上

げる、上げないということは、財政面のインパ

クトは大きくない。それよりも、そもそも論の

原則に戻って、今ある施設のうち一つでも減ら

せば費用は浮いてくるのではないか。政治的に

は難しいと思うが。 

 

 

３ 次回市民会議での検討事項について 

課長）今後検討したいテーマがあれば挙げて欲し

い。 

市民）議論をするというほどのことではないが、

提供公園はあまり使われていないように感じ

るので、そのへんの状況について資料があれば。 

 

 

●市民会議のあり方について 

市民）市民会議とは、行政がテーマを出して、出

入自由なオープンな会議で話し合って、だいた

いの方向性を決めていくものだと思うが、議論

したものを総括するような、方向性を確認する

ような場をつくる予定はあるのか。 

課長）市民会議と呼ばれるものには市民が運営し

て、一定の方向を出して行政に戻すというもの

があるが、この市民会議は、市民の意見を聴く

場という形になっている。一定のまとめをつく

った時点で会議に提出し、皆さんからもう一度

意見をもらう予定。 

市民）意見集になるのか。 

市民）意見集はいつ出されるのか。 

市民）総括の前に、まとめる場を。 

市民）意見集なので、まとめると言っても全員の

意見を総括して方向性をまとめるのではなく、

今まで出された意見と意見集に載っている表

現内容の確認という意味。 

市民）それは第 6回の時にやるのか。 

補佐）その前に示せるようにしたい。 

市民）時間の制約ということもあるが、発言が断

片的で、結論が出ていないし、両論が出たとき

に議論のかみあわせがない。それはやむをえな

い面もあるが、そのような意見集をまとめて、

公表してどうなのか。 

市民参加への関心を高めなければいけない時代

に、ただ意見が出されたとして終わりでは、形

式だけ作って何の意味も無い。会議の意見がど

のように反映されたかもわからないのでは、か

えって行政への信頼を損ねることになる。ここ

での結論を示してそれを市政に反映させると

いうことにしないと、ただ羅列的に尻切れトン

ボの意見交換では形骸化を助長することにな

る。 

課長）よりテーマを絞って結論を出すということ

を今後やっていく。 

市民）市の職員も含めて会話をしながら、一体に

なってやらなければ意味のない帳尻合わせの

奇妙な感じになってしまう。 

市民）だからやらないというのではなく、まだ未

熟なものではあっても意味はある。やらない方

がいいということにはならない。 

補佐）この市民会議では公共施設全般の話がテー

マで、利用者である市民のみなさんがどう考え

ているかを聴きたいという場。使用料など、個

別のことについては別途機会を設けるという

ことは考えられる。 
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第５回 小平市公共施設等市民会議 議事要録 
 

 

 

 ■実施日時  平成 18 年 2 月 18 日（土）13:00～15:00 

 ■会  場  中央公民館学習室 4 

 ■参加者数  会議メンバー13 名、事務局 3名（計 16 名） 

 

 

＜配布資料＞ 

 ・小平市公共施設等市民会議（第 5回）補助資料 

  

 

＜会議内容＞ 

1 資料説明 

・提供公園 

・施設予約システム 

 

2 今後求められる公共施設 

・施設の機能とは何か 

・基本的サービスと付加的サービス 

 

 

 

 

 

議事要録文中、発言者については以下の標記によります。 

「市民」…市民会議メンバー 

「課長」…行政経営課長 

「補佐」…行政経営課長補佐 

 

 

※以下の議事要録は事務局の責任により編集しております。発言者の真意が充分に

伝えきれていない場合がありますので、どうぞご了承ください。 
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1 資料の説明等 

 

課長）報告、取りまとめについては 3月の会議時

に行うとして、今日は集約的な話をしてほしい。

提供公園については、資料を用意したが、これ

についてはあまり時間をとらずに進めたい。 

補佐）補助資料に公園と予約システムについて載

せた。都市計画法に基づき、提供公園は一定規

模を超えた開発行為の際に、開発業者に提供し

てもらっているもの。施行令では、3000 ㎡以

上の開発行為の場合は 3％以上とされている

が、小平市では条例を定めて 6％としている。 

小平市では市立公園 265 箇所のうち 190 箇

所が提供公園。小さい提供公園を中規模な公園

に集約できないかという質問もあったが、もと

もとの開発時の「良好な住空間」をつくるため

の制度という趣旨からはずれてしまうので難

しい。 

公園の集約や基金としての供出を特区とし

て申請する動きもあるが、その区域に公園が必

要無いのであれば、余計な負担を開発業者に課

すことになるため、国交省では否定的な見解。 

施設予約については、小平市でも平成 18 年

度の稼動に向けて、予算案に盛りこんでいる。

全ての施設に導入することは難しく、当面の対

象施設は体育施設と公民館。地域センターなど、

他の施設については、今後の動向をみながら順

次検討していくことになると思う。どういう形

で導入するかなどについても、予算が通ってか

ら検討していく。 

市民）予約システム導入の発端は。 

補佐）利用者の利便性を図るため。現在は「窓口

に来なければ申し込めない」、「空き状況の検索

ができない」という状況にあり、システムを導

入することで、利用者の要望に応えることがで

きる。 

市民）システム導入に伴って無料が有料化すると

いったことはあるのか。 

補佐）システム導入に伴ってということはない。

ただし、当初に登録が必要になるのではないか

と思う。 

課長）受付システムとしての検討なので、使用料

の検討とリンクして考えてはいない。 

利用と関わってくるのは、キャンセルのしかたな

どが各施設バラバラというわけにはいかない

ので、統一化されていくのではないかというこ

とはある。 

補佐）予約の確定のしかた、使用料の支払い方法

などの変更もあるかもしれない。複数予約を防

ぐために、キャンセルを何回かすると一定期間

は申し込めなくするといった仕組みにするこ

となどはあるかもしれない。 

市民）東村山市は全てやっていて、視察にも行っ

たが、かなりうまくやっている。 

 

 

2 議題「今後小平市に求められる公共施設」 

(1) 施設の機能とは何か 

補佐）今日のテーマのねらいは、そもそも公共施

設は何なのかを考えてみたいということ。小平

市では今までたくさんの公共施設を建ててき

た。施設の数は多摩地域でも多いが、施設の種

類ごとに、それぞれ整備されなければいけない

のか。例えば、サークル活動している人にとっ

ては、必要な機能さえ整っていれば、公民館で

も地域センターでも、どちらでもいいのかどう

か。現在市には公民館 11 館と地域センター17

館、全部で 28 館ある。28 館が市内に均等に配

置されているとした場合、これは家から 500m

程度歩けば、どちらかの施設にたどり着く計算

になる。市には地域センター20 館構想と呼ば

れるものがあるが、本当にまだ施設が必要とい

うことなのか。 

高齢者館についても、現在は 2 館設置され

ているが、地域ごとに欲しいということになっ

てくればきりがない。 

多様な施設があるが、みなさんは施設に何

を期待し、どのような機能を求めているのかを

一度整理できないか。今後、老朽化する施設の

建替えという問題も確実に起こってくること

になるが、その際にも、また同じ施設をそれぞ

れ建てるということになるのか、それとも、も

し重なる機能があるのであれば、今とはもっと

違うかたちで、バランスをとって配置していく

こともできるかもしれない。 

そして、求める機能が分かれば、どういう

施設のつくり方、あるいは管理運営のしかたを

すれば、より良いサービスが提供できるのかも

分かってくるのではないか。 

また、前回の会議で、基本的、公共的なサ

ービスは「受益」という概念には当たらないと

いう意見があった。それならば、公共施設にお

ける根源的な、地域の人に最低限求められてい

る公共的サービスという部分と、使う人が費用

を負担してもよいという部分を分けられるの

であれば、そのような意見もいただきたい。 

以上のような考えで、今日のレジメをつく
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った。もちろん市民会議は参加者のみなさんが

検討テーマを決めていくというものなので、議

論したいテーマが他にあれば、そちらを優先す

るので、それも含めて、意見をお願いしたい。 

課長）説明のための例えだが、図書館は借りたい

本をインターネットで予約ができて、配送でき

る体制が整えば中央図書館だけあればいい、と

いうことも考えられる。また、図書館の機能と

して読書室や学習室のようなものが必要とい

うことであれば、地域センターを建替えるとき

にそのようなコーナーを作っていけば、図書館

の数は減らすこともできるのではないか。この

ように、そもそも図書館の機能として必要なも

のは何かということ。情報を検索できて、歴史

的な資料を保管して、本を貸し出すという機能

であるならば、その機能を維持するためには果

たして建物としての図書館が 8館必要なのか。 

同様に、公民館で社会教育を支援するとい

うことについても、中央と東西との 3箇所に学

習機能を備えた公民館があったとして、その他

に地域センターの部屋を社会教育活動に使っ

てください、というように。そして学習のノウ

ハウを知りたいときには 3 館の公民館が充分

サポートしていく。事業を実施するのは公民館

だけではなく、地域センターを使って講座をや

ってもいい。逆に、地域センターには本来こう

いう機能があるべきではないかという考え方

もあるかもしれない。そして、そうした施設を

運営するのはどういう主体がいいのか。公民館、

地域センター、図書館、高齢者館など、おのお

のの機能、無くなっては困る機能は何なのか、

そしてその機能は個々の建物が備えておく必

要があるのか。そのようなイメージで投げかけ

させていただいた。 

市民）地域センターと公民館は利用が多くて、増

設しなければいけないような状況があるのか。 

補佐）公民館などでは、かなり利用率が低いもの

もある。必要とされる部屋数という点だけで考

えた場合、極端なことを言えば近接している地

域センターと公民館の利用率をみながら統合

することは可能となる。しかし、一緒に出来な

い機能があれば、それぞれ地域センター、公民

館として建てなければいけない。 

市民）地域センターでできて公民館ではできない

活動、あるいはその逆というものはあるのか。 

補佐）厳密にはない。ただし、公民館は社会教育

活動の支援ということで、市民講座といった事

業をやったり、職員が学習の相談にのったり支

援するという体制になっている。 

市民）利用待ちの市民があふれて困っているとい

う状況がなければ、新たに建設するということ

ではなく、機能を統合してより有効に使ってい

くことが良いのではないか。 

静岡空港や神戸空港にしても、近所の人は

あった方がいいか、と答えるだろうが、それで

は本当にきりがない。 

ちょっと耳にしたが、三鷹市では土日の小

学校の空き教室に学校図書館司書を配置して、

市民に公開しているという例1もあるようだ。

このように、既に建っている建物を利用する方

法もあるのではないか。 

それと、施設までの距離が 500m という話が

あるが、日頃通っている道であれば 700m でも

近いが、普段使わない道だと 500m でも遠く感

じるということもあるので、それを補うために

も市境の施設を使えるようになればよいので

はないか。 

市民）公民館の自主事業を地域センターでやると

いうことは、法的には可能か。 

補佐）可能だと思う。武蔵野市や三鷹市など、公

民館がない市もある。公民館が無いから地域活

動が停滞するということでもないと思う。 

市民）23 区や三鷹市には公民館はないが、それ

に代わる社会教育会館、児童館、女性センター

などがあって、専門職がついて独自に講座を開

いている。小平市では、そのような機能を持っ

ているのが公民館。職員が配置されているとい

うことで、小平市ではやはり公民館は重要な役

割を持っていると思う。公民館があって、その

上で、出前講座などを地域センターなどで実施

するということであればよい。 

市民）先ほどのたとえ話の中で、3館の公民館が

事業を実施していけば、今のような数の公民館

は要らないのではないか、つまり、公民館とい

う場所ではなく、機能があれば良いのではない

か、という課長の意見にはかなり魅力を感じる。 

市民）公民館の分館については正規職員を嘱託職

員化した経緯がある。このことによって、配置

される人数は増えたが、社会教育的な機能は落

ちたと思う。嘱託職員は仕事の範囲に制約があ

り、結局 1人の正規職員が頑張ってやっていく

形になっている。 

公民館にしても、図書館にしても、小平市

は横に長い地形という中で、子どももお年寄り

も歩いていけるところ、中学校地区に一つとい

                             
1 三鷹市では学習情報センターとしての機能をもつ施

設を目標として、全ての小・中学校に専任の図書館司

書が配置されています。さらに土曜日の午前中には各

学校の児童、生徒及び保護者等に開放しています。 
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う感覚で施設を配置していこうという考えが

あったと思う。この考えは大事にしていかなけ

ればならないのでは。公民館も図書館も地域の

人と人とのふれあいがあって初めて成り立つ

部分がある。 

地域センターは貸し館に徹しているので、

それは構わないが、地域センターで活動するサ

ークルに対するアドバイスも公民館の職員が

やっているという姿もあるので、やはり公民館

の数は減らさずに、工夫をしてもらいたい。嘱

託職員化もかなりの人件費の削減になってい

るはず。その際も、本当は正規職員が望ましい

ということがあったが、市民サービスを低下さ

せないという前提で、了承した。 

課長）地域で人と人が出会うことのコーディネー

トする場には専門の職員が必要で、歩いていけ

るところになければいけないという意見か。 

市民）これからこのような市民会議が増えると思

うが、例えば環境の市民会議を開くのであれば、

その前に社会教育で環境の勉強会を開くなど、

そういう機能が益々望まれると思う。 

市民）高齢化によって、生涯教育の必要性が今ま

で以上に増してくると思う。こうした時代で、

公民館、図書館、地域センターが全てあること

によってこそ、自治体の文化水準や、豊かな生

活が成り立っていく。経済観念だけでは絶対に

成り立たない。地域センターはただ部屋を借り

て一つの団体や地域の人がその時々を楽しく

過ごす場所。公民館は現在その機能が円滑に行

われているかは別として、健康で、みんなと輪

をつくって学びたいという人にとっては、生涯

に渡って利用していける唯一の無料、無料とい

っても減免によってだが、そういった施設では

ないかと思う。60 年近い伝統と実績を持って

続いてきたと思う。特定の人が利用していると

か、そういう目先のことではなく、公民館はど

ういう場か、ということを認識して欲しい。 

課長）そういう機能が必要だとして、それは施設

に依存しているのか、つまり公民館という場所

でなくても、同様の活動をすることができる施

設があれば良いのか。機能と場所を分離して考

えられないかということについてはどうか。 

市民）公民館に限っては、自分の足で歩いていけ

る距離で、生涯に渡って学んでいけるという意

味で、中学校区に一つという現在の数は維持し

て欲しい。 

課長）学ぶ場所という機能で考えれば、仮に図書

館の中に部屋があって、社会教育的なことを担

う専門職員がいれば、公民館という施設でなく

ても学ぶ場とはなり得るのではないか。そして、

活動する場所が必要というときには、近くの地

域センターを利用するというように。 

市民）公民館と図書館の使い分けについて。終戦

直後に三鷹市へ引っ越してきたが、その当時大

沢地区のコミュニティセンターは活発で、自主

的な活動をやろうということで市民が立ち上

がっていた。そして何年か経って公民館ができ

て、公民館がコミュニティセンターの事業を奪

ってしまい、それで一時活動が伸びなくなって

しまったということがある。 

小平市について考えてみると、施設の区別

はあるが、やはり公民館が強くなって、主導権

を持って思想の統制、学問の統制ということに

なってくると、いまだに戦後 60 年が抜けない

のかなと思う。図書館でも「こういう本を読め」

ということをやられると、図書館に行くのが、

いやになる。そういうことは避けたい。どうす

れば市民が良くなるのか。 

「公民館だからこういうことをやるべきだ、

指導性を持つべきだ」、一方で「地域センター

は何をやってもいい」、ということではなく。

コミュニティビジネスが非常に研究されてい

るが、これからはコミュニティビジネスと地域

センターがうまく結びつくようにしてもらい

たい。 

公民館の部屋を借りるために初日受付け

には 130 人位の人が集まってきて苦労してい

るが、このような申し込み方法を放置してよい

のか。自宅からパソコンで申し込みできないの

かと思う。 

今「脳内汚染」という本が売れている。子

どもがパソコンとかゲームに凝ってしまい、こ

れは精神医学からすると、もう治らないという。

私が提案したいことは、何が今一番大事なのか

を気が付いてくれるような、例えば、市民文化

部のようなものがあればよいと思う。有識者を

委員に入れて、いろいろな事を聞いて、それを

市民に伝える。単にがむしゃらに本をたくさん

読むのではなく、多角的に良い本を教えてくれ

て、豊かな成長の助けになるようならばよい。

昔は「読書論」という本が売れた時代がある。

今は生活文化が非常に欠けている。日本文化の

伝統なども家庭に入ってこない時代になった。 

それと、地域センターの機能として、一つ

にはコミュニティビジネスを柱とすること、も

う一つは、まちづくりというふたつの提案をし

ようと思っていた。三鷹市や、秋葉原でもやろ

うとして、いろいろなところで騒いでいるが、

小平でも既に SOHO のまちとしての下地が出来

ている。230 人の会員がいるベンチャークラブ

があり、他の市からも入会の申し込みがあるが、
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満員でお断りしている状況。ただ、このままで

は形になっていないので、それは研究課題。 

課長）行政の押し付けではなく、また豊かな人間

性を育てる専門性、地域として SOHO やコミュ

ニティビジネスの核になる施設の利用という

視点を持たなければならないという主旨と理

解した。 

市民）高齢者や在宅ワークの人などが行く場がな

くなってきた。 

市民）最初に問題提起ということで、図書館が中

央にあって借りられればいいのではないかと

いうたとえ話があったが、インターネットを使

ってこの本が欲しいという使い方ができる人

はわずか。多くの人は、何を探そうかという人。 

それと、このことについて知りたいけれど、

どの本がよいかという相談、つまりレファレン

ス機能を期待している人が多い。図書館は専門

の人がいて、相談に応じるという機能が重要。

また、ぶらっと来て本を探すということもある。 

小平市は 30年前に図書館の 8館構想を出し

てやってきた。これは素晴らしいことで、他市

の人はうらやましがっている。電話 1本で「本

を貸して欲しい」というのは、図書館の範囲を

非常に狭く扱っている。 

課長）レファレンス機能が大事であれば、例えば

公民館の１室に専門家を置いて、相談を受ける、

本を取り寄せるなどをすればよいか。つまり、

その機能が図書館という建物の中になければ

いけないものなのかということで。 

というのは、現物がなければ検索できない

という時代から、今は情報機器によって何でも

検索できるようになってきた。これから 10 年、

15 年先を考えればもっともっと進むと考えら

れる。そのときに、今のように図書館は 8館必

要となるのか、求められる機能を提供していく

ためにはどういう体制が望ましいのか。どうい

うスペースがあればそういう機能が持てるの

か。 

公民館や地域センター、図書館の機能を集

め、多機能の施設を 1つ設置すれば維持コスト

は低減できる。しかし、図書館の機能として開

架図書がなければだめということであれば、図

書館が必要になる。 

市民）レファレンスを利用することもあるが、同

時に自分でも探すということもある。部屋があ

って人がいるというだけでは、相談にのっても

らって出してもらうだけの関係になってしま

う。それでは自分で探すということができなく

なってしまう。やはり、本が並んでいて、歩い

ていける距離にあることが必要。これは調べる

という意味での図書館。 

もう 1 つは、楽しみとしての図書館。今は

どちらかというと調べる機能が強調されてい

る時代ではあるが、大抵の人は楽しみのために

行っている。これは実際に本がないとだめ。 

そして三つ目として、子どもに対する図書

館の機能というものがある。確かに学校図書館

というのがあるが、専門の司書がいて、子ども

に本を薦める、読み聞かせをするといった点で、

こどもに対する公共図書館の機能もある。この

ような 3 種類の機能を備えた図書館が地域ご

とにあって、実際の本が並んでいることが求め

られる。 

市民）それぞれの施設の使命というものがあるこ

とは確かだが、機能としてはオーバーラップし

ているものもあるし、自由に連携して、境界を

無くして活動できるようなることが一番良い

こと。理想としては、少ないよりもあちこちに

館があった方がいい。ただ、それがどういう効

果を生み、効率的に運営するか、といったこと

で問題になる。 

地域センターであれば、そこの地域に住ん

でいる人たちが、どんな機能を果たすセンター

が欲しいのかということを地域ごとに話し合

っていく。しかし、それだけでなく、トータル

的には市の姿勢として、需要に応じたものを建

てていくというように、区別しながら底辺では

オーバーラップしているようなものを見極め

る必要がある。 

そして、せっかくハコモノを建てるのであ

れば、昔のようなものではなく、地域の人たち

の今後 10 数年というスパンの中での人口構成

や年齢、まちづくりの中の機能などを総合的に

考慮して建てる必要がある。地域センターにつ

いても、今までは「何年にどこの地区に建てる」

ということで建設を進めてきたが、少子高齢社

会になってくれば、当然施設に求められる機能

も最初に建てた時点とは様変わりしてきてい

る。これからは多機能性を持った役割も果たし

ていかなければいけないという、変わり目の時

代になっていると思う。 

図書館については、貸し本屋機能だけあれ

ばいいという人もいる。そのような人には図書

館の機能を説明しても理解はしてもらえない。

本は情報処理できるものばかりでなく、装丁や

絵柄など、他の要素もあるので、現物を手にと

って見なければならない部分も多い。 

市民）小平市は蔵書数が多いと聞くが、蔵書数が

多い図書館がよいことなのか。山のように本が
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あっても、中には読まれていないものもあるか

もしれない。いつも利用者がいない図書館もあ

る。少ないからけしからんというのではないが、

何故そんなに利用率が低いのか。場所的なもの

か。午後 3時、4時頃になると小学生が増えて

くるが、昼時などには人がほとんどいない。何

かもう少しうまい開館の仕方などが考えられ

ないか。 

市民）スポーツ施設に関心がある。立派なスポー

ツ施設もあるが、中にはどういう意図でつくっ

たのかというものもある。 

例えば、小川西グラウンドなどは冬場は全

く使えず、機能的でない。せっかく良い天気で、

子ども達も集まっているが、ぐちゃぐちゃで使

えない。ハコモノと同じように、グラウンドを

つくっておけばいい、ということでつくったの

ではないかなという気がする。また、あるスポ

ーツをするにしても、施設が中途半端で機能的

でない。中央公園グラウンドも同様で、内側の

サッカーは使えるが、トラックはぐちゃぐちゃ

で使えない。冬場はそういう状態になるという

ことが分かっているにもかかわらず、グラウン

ドの機能性という点での研究が全くされてい

ない。できるだけ早く指定管理者制度を活用し

て、機能的な運営にして欲しい。 

課長）体育施設の配置という点に関してはどうか。 

市民）利用者数からみた配置数で言えば、テニス

コートがやや少ない。他は学校開放の幅を広げ

れば可能ではないか。13 小学校が今度芝生化

するが、そうしたことで市民の関心も集まると

思う。さきほど文化という話があったが、スポ

ーツ文化のためにも、スポーツコーディネータ

の活用なども考えて欲しい。 

課長）体育施設の社会への還元という意味で言え

ばどのような点か。 

市民）子どもであれば健全育成、お年寄りであれ

ば健康維持ということになる。 

市民）施設が家の近くにあった方がいいとか、も

っとあった方がいいと言い出したらきりがな

い。今までの話にもあったが、インターネット

など環境も変わってきているので、それとの折

衷ということで、施設の機能も少しずつ変化し

ていくのはないか。 

それと、機能と施設を分離して考えてみる。

完全に分離することはできないかもしれない

が、ある程度分離していくということがあって

もよい。あまり、今がいいからとか、もっと今

の延長線上で、という発想はよくないのではな

いか。 

市民）社会教育法というものがあるが、なぜ社会

教育法という法体系があるのかというところ

を抜きにして、目先の利便性であるとか統合な

どを考えるべきではない。図書館にしろ公民館

にしろ、もっと大きな意味があるから社会教育

法の中に位置付けられているはず。それを乗り

越えるほどの理論構築が今現在あるのか。それ

を問うための市民会議だと思うが。 

課長）市の行政は市民のためのもの。家計に例え

れば、どこにお金を使うかを各家庭が判断して

いるように、市民の皆さんが何についてお金を

使えばよいのかという判断になる。 

市民会議のベースにあるのは、もちろんサ

ービスの向上や利用を増やすにはどうしたら

よいかということ。財政的に苦しい状況の中で、

何館もある施設の維持をどうしよう、という切

実な思いはある。しかし、この会議はお金が無

いことについて、だからどうしましょう、とい

うことではなく、そのような状況の中で市民サ

ービスの質を下げずに、逆にレベルを上げてい

くにはどうすればよいかを考える場。市民のみ

なさんの意見を聞きながら、いろいろ探ってい

る状態で、意見を出していただくために、いろ

いろな考えを投げかけているもので、それが市

の考えということではない。 

もし、地域の中で多くの施設を維持してい

くことが市民にとって本当に望まれることで

あるというならば、それも 1つの選択で、その

代わりに何か他のものができなくなることに

なる。市民の中には公民館、地域センター、図

書館を利用していない人もいるので、多くの市

民の意見を参考にするなど、バランスをとって

いかなければならない。 

市民）財政が厳しいというのは前提としてあった

が、2 週間ほど前に新聞に 2004 年度の各市の

財政力指数2が掲載されていた。それによると、

三鷹市から武蔵野、国分寺市あたりまでは 1.1

から 1.5 程度だったが、小平市は 0.99 となっ

ていた。自分が住んでいる市が 1を割ったのか

ということで驚いた。確か調布市は 1.28 にな

っていた。 

このような前提で言えば、私も図書館は分

散して、歩いていけるところにあった方がいい

とは思うが、では 9館目をつくるべきかと言え

ば、納税者としてはこのような財政状況で新た

                             
2 財政力指数(単年度)：交付税制度からみた財政基盤

の強弱を判断する指数で、標準的な行政活動を行うの

に必要な財源をどれくらい自力で調達できるかを表す。

財政力指数が大きいほど財政力が強く、「1」を下回る

市町村は自力での調達ができないとみなされ、交付税

が交付される。 
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に建てることはして欲しくない。もし 9館目が

必要ということであれば、ネット検索のシステ

ムを備えて、図書館の代わりにしてもらう、と

いうことで対応していけばよいのではないか。

今ある 8 館を縮小する論拠とされるのは好ま

しくない。せっかくネットがあって便利になる

と思ったら、本が無くなる、というのでは市民

の利益にならない。どんなに苦しくても現在の

8館は維持したうえで、新しい図書館を建てる

ことには慎重に対応し、そこの隙間をネットな

どで埋めていく方法が望ましい。 

課長）財政が厳しいという理由から議論をするこ

とは、この会議の趣旨としてあまりふさわしい

ものではない。お金が無いからということでは

なく、いかに今ある公共施設を有効活用し、い

ろいろな使い方を考え、サービスを向上させて

いくか、ということを起点に考えて欲しい。 

市民）小平市はこれから 20 万くらいまで人口が

増えるという予想があり、子どもの数も増えて

いる。今より施設は減らさない方が市民活動の

ためにも良い。ではどうすれば良いかと言えば、

今度建設される地域センターと児童館のよう

に、いろいろなものをドッキングしていくとい

うのも 1つの方法。 

仲町公民館と仲町図書館の建替え時期もきて

いるが、本当は別々に建てて欲しいという願い

もあるだろうが、図書館と公民館の複合施設と

することもやむを得ないかなと思う。花小金井

北公民館と保育園も同様。それと、建替えなど

をする場合には、旧小川東小学校を活用して元

気村おがわ東をつくった時のように、市民の意

見を取り入れていってはどうか。 

市民）さきほど話があったが、確かに図書館も人

のいないところがあると思う。公民館、地域セ

ンター、図書館の利用がどのくらいあるのかを

知りたい。あまり利用されていないのであれば、

他に転用するのは可能かと思う。図書館の分室

についても検討する必要がある。 

市民）確かに喜平図書館とか津田図書館などは午

前中人がいない。それは、私が子ども連れて利

用していた 15 年前と比べて利用する人の年齢

層が変わってきていることが原因だと思う。図

書館に隣接して集合住宅があるが、高齢者が増

えているため、一定の時間になると混んで、一

定の時間になると人がいなくなる。地域の住民

構成の変化によって、施設の利用の状況もかな

り変わっていく。 

上水南公民館についても、今は高齢化が進

んでいるので老人クラブ関連の団体がよく使

っているし、近くの幼稚園のお母さんもよく利

用している。でも数年前は違っていた。このよ

うに、地域の状況の変化に合わせて、利用が少

なくなった施設を他の目的に使えるようにす

るなど、役割を固定せずに、転用することも必

要ではないか。 

市民）個人的な感想だが、図書館は生活環境の中

の根幹的なものの 1 つ。市民感覚から言えば、

医学書とか理工系的な専門図書などは別のも

の。文化生活の一端であるので、散歩がてらに

でかけて、背文字や奥付を見ながら選ぶという

ことが普通ではないか。効率がいいからインタ

ーネットで検索するというものではない。一部

の新しい考えだからとかいうものではない。時

代なので、これから 10 年先はどうかわからな

いが。 

行政は実証科学。やってみてよくなければ

直す。実態の中で考えるべきで、たまたま新し

いシステムがあるから使うということではな

い。むしろ「Back to the  basic」という考え

方があるように、基本的なものを前提とする。

蔵書をみても、辞典などは別にして、これでな

ければならないというものではない。専門書が

必要ならば、国会図書館へ行けばよいことで、

市で扱うものはもっと一般的なものでよい。イ

ンターネットを使えない人も多いので、むしろ、

そのような人に対して文化活動を広げる施設

であって欲しい。 

市民）前市長は「高品質のまちづくり」と言って

いた。文化都市というところに効率を持ち込む

べきではない。別の観点から考えるべき。 

 

 

(2) 基本的サービスと付加的サービス 

課長）前回の市民会議で、基本的なサービスは無

料、付加的なものは有料でも良いという意見が

出されたが、これについて意見をもらえないか。

前回は駅から近い駐輪場は有料、遠い駐輪場は

無料というような意見があったが。 

市民）例えば、図書館における基本的なサービス

は本を借りること。それに対して、いろんな質

問について調べてもらい、資料を用意してもら

うということはお金を取れるかもしれない。文

化の拠点とするのであれば、そういう人材をお

金をかけずに配置するという考え方もできる

のではないか。 

市民）そもそも図書館は相談業務をやるために専

門職がいる。本を貸し出すということであれば

機械でもできるので、そこを省力化していこう

という時代ではあるが。一番大事なことは、相

談に訪れた市民に応えることであり、それが専
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門職に最も求められる能力。専門職は不要だと

いう意見もあるが。 

市民）司書の方がそんなに本を読んでいるわけで

はないと思うし、また情報検索であればインタ

ーネットで何でも調べられるが、人的なサポー

トはそんなに頼りになるものなのか。自分はそ

ういう使い方をしたことがないが。 

市民）司書はインターネットで調べるプロでもあ

る。中身は読んでいなくても、関係する本のタ

イトルはよく分かっていて、たくさんの情報を

持っている。例えば、玉川上水のことを調べた

いといったときに、インターネットでも検索す

るし、蔵書も調べるし、いろいろな多方面のこ

とを総合して、提供してくれる。 

通常の市民サービス以上に、自分個人のた

めに特殊、高度なサービスを受けている場合は、

それが有料でもいいということはある。 

市民）それがビジネスの種になるかもしれない。

そのようなサービスは何も図書館だけが提供

する必要はないのでは。 

市民）スポーツ施設については基本的に有料であ

るべきだと思う。施設は生き物なので、それを

維持するためには相当程度のお金がかかる。ベ

ストな環境を維持するために有料が当然。 

 

市民）プロジェクターなど、公民館で使う機器の

一部が有料であっても仕方がないかなと思う。

お金をとってもいいから、もっとしっかりした

ものを貸して欲しい。 

市民）それには反対。社会教育施設はそういう設

備を備えているからこそ社会教育施設。それを

無料で貸し出すのは当然のこと。無料でもきち

んとしたものを備えておくのが行政の役割。 

市民）さきほど財政面の問題を考えずに議論して

欲しいと言われたが、私は財政を離れた議論は

成り立たないと思う。にじバスを走らせて欲し

いとか、社会福祉を充実して欲しいなど、みん

なが一部だけをとらえて主張していくと借金

をするしかない。要は市全体のお金をどう配分

するかというの問題なので、それを離れるわけ

にはいかない。 

市民）負担の分類として、一次側と二次側という

考え方ができる。一次側というのは建物。二次

側とは利用する部分。一次側については行政の

責任で整備して、二次側については受益者負担

を原則とすることが適当。公共施設に関しては

何でもかんでも公費でやるというのではなく、

公費で負担するものと、みんなで広く浅く負担

すべきものがある、という原則を認識しなけれ

ばいけない。 

 

 

3 次回の検討内容について 

課長）市民会議の報告書については、両論併記と

するが、テーマごとに少し意見を整理して示す

ことを考えている。整理された意見について、

内容を確認してもらい、次回の会議で意見をも

らう。 

補佐）個人のレポートについて、希望する人から

提出があれば、報告書にそのまま載せる。 

市民）特定の団体名をあげて主張したいことなど

もあると思われるので、名前を載せたい人もい

るのではないか。 

課長）報告書について、会議内の個々の発言につ

いては発言者の氏名は載せないが、市民会議に

登録された人の一覧は載せる予定。それとは別

に、個人から提出されたレポートに関しては特

に反対意見が無いようなので、名前を載せたい

という人は記名のうえレポートを掲載する。 

市民）「レポート」という名称に違和感をおぼえ

る。「補足意見」とか、「追加意見」がよいので

はないか。 

補佐）2月末までに提出してもらえれば、今度配

布する素案に掲載しておく。素案は 3月初旬に

届くようにする。 

課長）次回、報告書素案をたたいてもらう前に、

指定管理者制度について議論する。指定管理制

度とは何か、という勉強会の意味も含めて。指

定管理者に限らず、職員体制なども含めて現在

の運営がどうなっているかなど。 
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第６回 公共施設等市民会議 議事要録 
 

 

■実 施 日  平成 18 年 3 月 18 日（土） 午前 10 時～12 時  

■会  場  元気村おがわ東 第 2 会議室 

■参加人数   会議メンバー19 名、事務局 3名（計 22 名） 

 

 

 

＜配布資料＞ 

・「公共施設等市民会議報告書（素案 ver3）」 

・報告書に対する修正について 

・指定管理者制度（市民氏資料） 

 

 

＜会議内容＞ 

1 指定管理者制度について 

2 報告書素案に対する修正等 

 

 

 

 

 

議事要録文中、発言者については以下の標記によります。 

「市民」…市民会議メンバー 

「課長」…行政経営課長 

「補佐」…行政経営課長補佐 

 

 

※以下の議事要録は事務局の責任により編集しております。発言者の真意が充分に

伝えきれていない場合がありますので、どうぞご了承ください。 
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１ 指定管理者制度について 

(1) 補助資料をもとに、事務局の説明 

指定管理者制度は地方公共団体の「公の施設」

のみが対象で、国の施設は対象外。 

公の施設とは地域住民の福祉向上に使う

施設をさす言葉で、例えば公民館・図書館

などをいう。市役所の庁舎などは、執務用

の施設であり、住民の利用のためではない

ので、公の施設には該当しない。 

今までの受託者は公共的団体に限定されて

いたが、指定管理者は株式会社なども可能。（制

約はある。） 

・「非公募」とするものもあるが、その理由が必

要。 

・指定期間は 3～5 年程度。一定の期間。 

・使用料を指定管理者の歳入とすることもでき

るが、小平市では現在全て市の歳入としてい

る。 

・管理者の選定にあたっては、市の担当者及び

弁護士・会計士等を加えた審査を行っている。

審査結果の公開も行っている。 

 

市民）施設の管理運営に係る経費として人件費が

あると思うが、その他にはどのような経費が対

象となるか。 

補佐）清掃費や維持補修費なども考えられる。指

定管理の業務範囲ということで言えば、募集す

る段階で、どこまでを業務対象とするかを市の

方で示すことになる。その際に、現在の維持管

理経費がいくらか、あるいは利用実績がどの程

度あるかなど、行政の資料も示すことになる。 

市民）直営でも指定管理者でも、問題は中身。そ

の施設が何のためにあるのかということを考

えなければいけない。市民の教養を高めるとい

うねらいであれば、単に効率・カネに偏ってカ

ルチャーが安っぽくなってしまっては意味が

ない。最近問題になっているが、図書館はベス

トセラーの貸し本屋ではない。企業支援の情報

など、従来の司書機能に加えて、多機能化し、

付加価値を高め、文化発信地にしていかなけれ

ばならない。 

市の判断基準はどうか。 

補佐）指定管理者を採用する場合、“安かろう、

悪かろう”になっては意味が無い。その意味で

も、市の関与としてのモニタリング機能をしっ

かりやっていかなければならない。利用者に対

するアンケート調査なども考えられる。 

現時点では具体的なモニタリング方法は決

まっていないが、最近の動きとして、コンサル

会社もモニタリングをやっていきたいという

意向があるようだ。利用者である市民からの評

判等も入ってくるので、指定期間終了後、次の

指定の際などに反映させていくことにもなる

だろう。また、指定期間中であっても、実地調

査という制度を利用して積極的に係わってい

く必要もある。 

市民）チェックをしっかりやっていくことが重要。 

市民）資料の中に、小平市の地域センターは直営

で、年間の運営費が 1200 万円、一方、地域住

民に任せている三鷹市は 1 館当たり 7000 万円

で、民間団体に任せることが経済的とは言えな

いという議会答弁があるが、問題は中身。三鷹

市は予算をかけたけれども、それ以上のメリッ

ト、経済効果、地域の活性化があるので、単純

な予算の比較だけでは言えない。 

先ほどのモニタリングのチェックも大事だ

が、一度選定すると 3年から 5年任せることに

なるので、選定自体も大事。その際には、行政

や専門家だけでなく、市民や NPO、全国的な事

例を知っているような代表者なども入っても

らうと、総合的な判断が出来るのではないか。

選定の構成メンバーの再考を。 

小平市だけに限ってしまうと、他の自治体

で上手くいっている事例、先進事例などの情報

がもれてしまうおそれもあるので、全国的な活

動を知っている団体に入ってもらうとよい。 

予算を安く抑えたとしても、施設の活用が

低下してしまうようであれば、結局予算が生き

てこないので、総合的に判断することが重要。 

市民）金を惜しんで、金よりも大事なものを失っ

てしまっては意味が無い。 

市民）審査の結果についても公表してあるが、審

査の途中段階での公表も必要ではないか。有識

者に市民を入れて欲しいという意見もそうだ

が、もっと一般市民の意見が反映できる機会が

どこかにあるとよい。 

補佐）制度そのものが始まったばかりなので、今

後は選定の透明性を高めることもそうだが、選

ぶ側のスキルアップも求められることになる。 

市民）公民館に指定管理者を導入した場合、指定

された株式会社は公民館の主催講座を行わな

いということはできるのか。 

課長）指定管理者に何をやってもらうかについて

は、募集する際に前もって決めておく。例えば、

現行のものは全てやってください、といったこ

とで募集し、それに対して応募する側は付加的
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なものとしてどのようなサービスを提供でき

るか、あるいはいかに安い経費で実施できるか、

といった提案をしてくる。それを見て選定を行

うことになる。 

市民）貸し館だけであれば指定管理者でもやって

いけると思うが、独自の事業を持っている施設

はどうなるのか。安い経費で受けることになれ

ば、事業の部分が削られてしまうのではないか。

1つの心配としては、図書館。図書館は今良い

本をどんどん捨てている。東京都もずいぶん捨

てている。指定管理者制度が、市の負担を減ら

すことを基本とした制度であるならば、絶対に

良くなることはないと大変危惧している。 

補佐）募集する際に、社会教育主事の資格を持つ

人を配置する、といった条件をつけることもで

きる。市が指定管理者を募集するときの条件を

どのようにするのかが大事になってくる。 

市民）指定の手続きに関する条例があるが、問題

が発生したときの歯止め策は設けてあるのか。 

補佐）指定の取消という条項がある。ただし、そ

の実効性を担保するためには、モニタリングを

しっかりやるなど、監視をやっていくことが大

事。 

市民）結局のところ、サービスを受ける我々がチ

ェックしていくこと。初めての制度なので、不

都合も出てくると思う。そのためにも市民が監

視することが必要。いい結果につながるように、

発言していくことが要請されているのではな

いか。 

市民）確かに市民サービスの向上につながる施設

もあると思う。ただし、公民館のような社会教

育施設の場合、現在のような直営の場合は市議

会という最終チェック機関があるが、指定管理

者になった場合は、しっかりしたチェック機関

がなくなるということが大変怖い。教育機関に

指定管理者制度は馴染まないのではないか。 

市民）市が関与する部分としては、どんなものを

指定管理業者にやらせるのか、という基本的な

部分を取り違えてしまうと、経費が安くなるだ

けで、学習するとか、教育するという面での向

上にはつながりにくいと思う。指定管理者につ

いては議会も傍聴したが、審査する人が 5人だ

けで、しかも市に関わっている人が多いので、

多方面からの審査ができているのか疑問が残

る。また、非公募のところの理由もはっきりし

ない。 

審査における点数についても、配点が大き

いものと小さいものがあって、市民にはわかり

にくい。指定管理はこれまでの業務委託とは違

い、いろいろな責任を負っていくものなので、

もう少し細かく整理をして、審査の方法なども

変えていく必要があると言っていた議員と同

意見。 

市のスタンスと市民の考えを常にすり合わ

せていかないと、文化とは全く違う方向へ行っ

てしまい、市民がただ利用するだけ、というよ

うに、せっかくの市民の財産が活用されなくな

ってしまう。 

市民）以前参加者から、スポーツ施設は指定管理

者を取り入れたほうがいいという意見があっ

たが、その理由などを聞きたい。 

 

市民）何事も始める前は色々な意見があるが、ま

ずは実行に移して、その中で修正しながら完全

に近いものにしていけばよいのではないかと

思う。これはスポーツ団体が共通して持ってい

る考え。報告書の中で、スポーツ施設のあり方

ということで意見を書いたが、現状のグラウン

ドの運営管理には大変不満。施設管理をする場

合は、ハコモノとグラウンドは分けなければな

らない。 

小平市の体育協会に属している 33団体には

個人競技も団体競技もある。市でつくったグラ

ウンドは、野球とサッカーが両方できればいい、

というように、極端な言い方をすれば、ただ作

っているという印象。 

昨年中央公園のグラウンドが改修されたが、

かえって悪くなった。冬は霜でぐちゃぐちゃ。

また、市民に開放しているにもかかわらず、何

故柵を作ったのか。結局乗り越えている状況で、

誰もパトロールをしていない。陸上競技のトラ

ックがあるが、他の競技の時には邪魔になる。

では周りに人工芝でも敷くのかと思ったらそ

れもない。 

もっと競技を見せることによって、一般の

人の興味を引き、参加したくなるようにするこ

とが大事。三多摩全体の競技を開催するなど、

もっと目的意識をもつこと。また、遊んでいる

企業のグラウンドについても、指定管理みたい

な制度を利用して使わせてもらえないか。 

市民）指定管理者になると質が低下するのではな

いかといった不安がある一方、このようになっ

て欲しいというように、実際に使っている人の

希望を叶えるために指定管理者を望むといっ

た意見があることも事実。おそらく指定管理を

受けるのが、どこかよその企業というイメージ

があるのではないか。しかし実際には現在利用

している人達が NPO など設立して、指定を受け

ることもできる。希望を実現するためには、要

求するだけではなく、責任も引き受けるという
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ように、自らが手をあげるということも 1つの

方法。 

私は、他の自治体の女性センターの職員と

して管理に携わっていたことがあるが、非常に

低迷していた。とても立派な施設だったが、ほ

とんど活用されず、また、馴染みの団体にはど

んどん貸すが、新しいところには非常に厳しく

するなど、貸し出しの基準が職員の裁量に委ね

られているということもあった。もっと利用す

る人たちが、自分達だったらこうする、予算も

こんなふうに使っていく、というような力をつ

けていくことも必要ではないか。 

現在直営となっている施設については、今

後の扱いが決まっているのか。 

課長）直営のものは、指定管理者制度にしなけれ

ばいけないという制約はないので、具体的な計

画はない。ただし、サービスの向上という点か

ら、指定管理者の導入も選択肢の 1つになる。 

市民）グラウンドを改修して悪くなったという話

があったが、どの程度専門家の意見を反映して

いるのか。 

課長）グラウンドの状況については即答できない

が、所管課でそれなりの業者に委託しているは

ず。柵については、競技中の立ち入りの点から

設置の要望などがあって作ったが、この状況に

ついては議論があることは承知している。施設

というものは、自由にすることで迷惑を受ける

立場の人もいるとういうように、折衷の中での

対応になる。 

市民）中央公園のグラウンドの設計では、使用す

る団体の専門家の意見を聞いたわけではなく、

土木の専門家が作っている。中央公園のグラウ

ンドは非常に使いにくい。お金云々より、グラ

ウンドとして、どのように使用するのか、とい

う根本的な部分に関して小平市は非常に遅れ

ている。 

市民）現状として使い勝手が悪いということは分

かるが、指定管理者制度になるとどう良くなる

のか。 

市民）責任分担がはっきりできる。法人化すると

保険制度ができるので、しっかりした対応がで

きる。今は市の担当部署が複数にわたっている

場合があり、たらいまわしということもあるが、 

指定管理者になれば補償問題、交渉の対応はし

っかりする。また、スポーツ施設については、

怪我は大きな問題。 

市民）専門家の意見が反映されていないのは大変

な問題。直営がだめなら指定管理者も一つの方

法ということ。 

市民）直営か、指定管理者かということよりも、

グラウンドを良くしたいという話になってし

まっている。 

市民）指定管理者になると専門職が増えて、良い

サービスができるのではないか、という夢を描

く意見がある。実際、全国にいくつか指定管理

者の図書館があるが、給料は平均１時間 850

円だという。そういう勤務条件の人が何年続け

られるのか。継続して職員として勤めてもらわ

なければならないような図書館が指定管理者

制度の導入によってどう変わっていくのか心

配。 

市民）トラブルに対する責任は、指定を受けてい

るのが法人であろうがなかろうが、小平市にあ

るのではないのか。 

課長）最終的な責任を負うのは地方自治体である

小平市だが、指定管理を行うときに市と指定管

理者でリスクの区分をする。 

市民）指定管理者がビジネスとしていろいろな提

案をしても、縦割り関係の中でやるのならば、

結局何もできなくなってしまう。それならば最

初から行政がやればよいということになるよ

うな気がする。 

課長）テニスコートの貸し出しがコアな業務とし

た場合、指定管理者は自分が持つノウハウの中

で、例えばテニスコートでテニス教室を開くと

か、夜間も開く、ということなれば、プラスア

ルファとしてのメリットが出てくる。テニス教

室などは有料でもかまわないので、指定管理者

としての収入とすることも可能。このように、

コアの部分がベースとしてあって、そこに指定

管理者のノウハウを生かし、どのような施設運

営をしていくか、という点で知恵の比べあいに

なる。 

コアの部分以外はやってはいけない、と

いうことになると、指定管理者にする意味が

ない。 

市民）指定管理者の側だけに限定するからいけな

い。指定管理者だけでやるということではなく、

行政にも専門家がいるので、行政と協働で一緒

にやればいい。柵を乗り越えてグラウンドに入

ってくるといった先ほどの問題について言え

ば、看板を出しておけば済むということではな

く、 

パトロールをするなど、協働でやるべきこ

ともある。 

市民）全く同感。指定管理者にするかどうかでは

なく、市が聞き耳を持つことが大切。聞く耳を

持っていないから、つまらないところにお金を
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使い、管理ができていない。管理するのであれ

ば、使う人の意見を聞くこと。 

以前 4 小を建替える際に、仮校舎を作らな

くて済むからという理由で、北側の旧校舎を残

しながら、南側に新校舎を建てた。これによっ

て北校庭となってしまい、非常に使い勝手が悪

くなった。これは何十年も続くことになる。7

小の時も市は当然のように同じ方法を提案し

てきたが、学校と地域と一緒になってはねのけ

た。そのため仮校舎建設に 2億円かかることに

なったが、北校庭になるよりもよい。 

市民）直営の施設については予算や利用実績が分

かるが、指定管理者となった場合には経費の内

訳などは公表されるのか。情報公開ということ

ではなく、一般的な広報として出されるものか。

市の予算、決算であれば情報公開条例を使うこ

となく、一般の人が見ることができる。請求す

るまでもなく、公表されることが大事。 

市民）小川西グラウンドはいくらくらいかかって

いるのか知りたい。また、今後グラウンドをつ

くる予定はあるのか。 

課長）体育課に直接問い合わせた方が早い。 

市民）審査会メンバーの有識者とは誰を指すのか。 

課長）施設によって違う。 

市民）有識者というが、学術有識者には非常に疑

問符がつく。それよりも、実務、実態を知って

いる人の方が適している。スポーツ施設に関し

ては、ここに参加している先ほどの人などが有

識者と言える。 

指定業者については指定期間中によく観察

して、悪ければ変える。チェック機能は市民に

とって最も大きなパワー。行政は実証科学のよ

うな形で、やってみなければ分からないという

面がある。やってみて、悪ければ直す。その際

に重要なものがチェック機能で、行政のあり方、

どのように行われているかを監視することが

重要。行政がやっているから 100％満足してい

るわけではない。指定管理者でもきっちりチェ

ックする必要があるが、市民のチェックの場が

設けられていない。有識者に学者を入れること

もよいが、いろいろ専門があるので、何故その

人なのか、市民の了解を得なければ。 

市民）市民会議は異なった意見をお互いに言う

場だと認識している。例えばグラウンドの件

でいえば、実地にやっている人は、問題をど

う改善すればいいかを知っている。良い結果

を出そうというのであれば、もっと専門家の

ノウハウなど、行政の足りない部分を穴埋め

するような、参考になる意見を聞く場をどこ

かでつくることからスタートすればよいの

ではないか。市民の意見を反映させ、専門的

なノウハウを持っている人との出会いの場

を持つような方法について、我々がこれから

作っていかなければならない。 

市民会議の次のステップとしては、企画の

段階から市民が参加する場とすることが必

要。 

市民）ニーズを的確に反映させる有識者を入れる

ということ。 

市民）審査会の構成や審査方法、協定内容などは

市の裁量で決められるのか。協定の内容を具体

的にどうするという点で市の裁量はあるのか。

それとも全国の標準的なものでやっているの

か。裁量でできるのであれば、そうしたところ

に市のチェックや市民意見を入れるという可

能性もあり、自治基本条例などに盛り込んでい

くこともできる。 

課長）審査の方法などは市が決めている。 

市民）市民会議には苦情ではなく、現状を知って

ほしいということで参加している。せっかく市

民会議を設置したのだから、もっと継続的なも

のにして、具体的な反映を図るという方向に持

っていってもらいたい。 

市民）私も色々なことで市の窓口に行くが、何か

アラ探しに来たのではないかというふうに、職

員は身構えてしまっている。むしろもっと市民

への情報提供と思って欲しい。市民と職員は敵

味方ではないのだから、そういう姿勢は直して

もらわないと、行政改革などは進まない。 

市民）新宿区の環境学習センターを作る際に、日

常的に新宿区と活動している環境 NPO 団体と

いうことで指定管理者になった例がある。年 2

回実施している環境講座に新宿区長が出てき

たり、市民を巻き込んだり、他の NPO 団体と情

報交換するなど、いろいろな協働が図られてい

る。こうした指定管理者の使い方などもあり、

お金では計れない効果というものもある。 

 

 

２ 報告書素案に対する修正ついて 

市民）7ページ上段の学校の使い方について。学

校は地域に散らばって設置しているので、学校

の利用に関しては次年度に検討を続けてもら

いたい。 

補佐）次年度は市役所内に検討組織を設けて、公

共施設に関する方針を策定する予定だが、そこ
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にこの報告書を反映させていく。その際に今回

の市民会議における意見に関しては、どこが反

映した、反映しないと回答する予定。 

市民）庁内でまとめる方針については、出来上が

ったものが示されるのか。本来は決まってから

ではなく、最初から市民が参加しなければダメ。 

補佐）素案をまず出して、意見を反映させて確定

する。 

市民）公共施設に求められるものについて。公共

施設の試算・コストが示されないと議論がかみ

あわない。約 3億円弱が地域センターと公民館

の経費と考えてよいのかどうか。こうした数字

が出てこないと具体的な検討が出てこない。そ

れに派生して使用料がどうということになる。

管理体制については、どこが管理しているのか

はっきりしない。コストを含めての市の管理責

任がどこにあるのか。 

市民協働の担い手である NPO の活動自体を

どうとらえるのか。施設の利用率が 50%しかな

いという状況もあり、議論の中でコスト削減ば

かりが議論されるが、空いた施設を NPO に開放

するなど積極的な投資についても考えるべき。 

市民）全体として市民会議でどうだったのかとい

うことになると、前書きが必要になってくる。

今のままでは縦割りの状態。個々の項目に分け

てしまうから市民の自由の発想が出てこない。

市民は全体として考える。行政は細切れ。 

市民）7 ページ。点線枠内 4 つ目。「公民館は社

会教育を行う施設である…」だと、何か敵対し

ているような印象を与える。「公民館は社会教

育の場であり、集会施設とは役割が異なる」と

してほしい。 

市民）公共施設等市民会議の設置要綱とあるが、

公共施設のほかに駅やバスといった公益施設

というものがある。来年度は広がっていくのか。

公共施設だけだと、公民館などに限定されてい

る気がする。 

市民便利帳の内容には全ての施設が含まれ

ている。公共施設だけでは不足する場合には公

益施設まで広げて考えて欲しい。ヤミ金融、成

年後見など、日常生活の問題をどこに相談すれ

ばいいか。こうしたことも含めて。 

市民）8～9 頁。①「中身は読んでいないけれど

も…」は全てを読んでいないわけではないので、

「中身は読んでいなくても」に変更。②「受け

ている場合は…」に変える。 

市民）10～11 ページ「地域の活性化につながる

…」→「NPO 等、地域の活性化につながる機能

を持つ団体を」 

市民）15 ページ。5 番目。「視野に入れて検討す

る」に「市民」を入れればより良い。 

補佐）個別の意見にも追加する。 

 

●20 ページ「管理運営」 

補佐）20 頁の「管理運営」の項目については、

今日の意見を踏まえて追加、整理する。 

市民）指定管理者について、好ましくないと言い

切ってしまうと、この会議の中で否定されたよ

うな印象。もう少し未来への可能性を含めた意

見にした方が。民間企業が受けることを想定し

ていると思うが、例えば、図書館に長く係わっ

てきた方が受けるのであれば、連携も広がる可

能性もあると思うので。 

市民）「必ずしも好ましくない」としてはどう

か。 

市民）やはり好ましくないと思うと思う人もい

るので、どちらも載せればよい。 

市民） 意見を修正して方向性を出すのではな

く、市民意見なので両論併記で。 

 

●23 ページ「施設の有効活用」 

市民）現状のなかで、使用者が 3つしか載ってい

ないが、他にもあるはず。NPO 団体がたくさん

あるのに何故省いているのか。 

市民）記載されている 3団体は占有をしていると

いう意味。例えば準備室は色々な団体が利用し

ているが、占有はしていない。 

課長）市が使用の許可を出している団体という意

味。 

市民）高校生の問題が出ているが、大学生はどう

なのか。大いに利用してもらうのが本旨なので

大学生まで低額にすべき。 

課長)個別の意見としても追加する。 

市民）29 ページ の 2 項目目。レファレンスが

有料でいいととられてしまうので、削除を。私

の意見ではないのであれば、変えられないが。

レファレンスについては通常のサービスだと

思っている。宅配などは通常を超えるサービス

とは思う。 

補佐）今日の意見の追加及び指摘箇所の修正をす

るが、後は責了とさせてほしい。 

市民）関連施設との連携をとる施設とは具体的

には？ 
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補佐）ここでは市立図書館と学校図書館との連

携についての意見。 

課長）来年度まとめていくなかで活かさせてほし

い。パブリックコメントとして 

 ホームページで全文を載せるほか、市政コーナ

ーや図書館にも配置する。 

 

 

 

議事録―45 



 
 


